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｜ 防災基礎講座 P8 I 

改正土砂災害防止法について
玉田沙耶香 国土交通省水管理・国土保全局砂防部砂防計画課砂防管理室法規係長

全国で 1年聞に約1,000件を超える土砂災害が起とっている。

2014年8月20日には広島で大規模な土砂災害が発生した。局地的

な大雨により、同時多発的lこ土砂災害等が発生し、死者74名、負傷

者44名、家屋被害418戸の甚大な被害が生じた。

とれまで土砂災害防止法は、2005年と2010年に2度の法改正に

より対策を強化してきたが、広島での土砂災害等を踏まえ明らかと

なった課題に対応するため、災害発生から 3か月後の2014年11月、

「改正土砂災害防止法」が成立し、2015年 1月から施行されている。

そこで、 「改正土砂災害防止法jの概要と2014年法改正のポイン卜

を紹介するの

｜論考① P12 I 

工コ安全ドライブで、世界の交通事故をゼロに
問地 寛 平 成26年度環境省工コドライバープ口ジ、エク卜推進事務局株式会社アスア代表取締役社長

2003年度に、普察庁、経済産業省、国土交通省、環境省を関係省 し、ゆっくり停止することで、運転行動が変化するようになり、燃費が

庁として「エコドライブ普及連絡会」設立された。「エコドライブ普及 向上するだけでなく、事故の削減にもつながるということが分かつ

連絡会」では、 「エコドライブ10のすすめ」をまとめており、2012年11 てきた。そこで本稿では、エコドライブが実現する安全への取組み

月の工コドライブ推進月闘を機に最新版が策定された。 について述べる。

との「エコ ドライブ10のすすめJにもあるように、ゆっくりと発進

｜論考② 川 ｜ 

高層化する建築物における防火安全対策（火災予防審議会の答申から）
東京都火災予防審議会事務局

東京都知事の諮問機関である「火災予防審議会」に対し、高層建 乙の諮問を検討するために構成された第21期火災予防審議会人

築物の用途に応じた多様な火気の使用実態や火災の実態等を把握 命安全対策部会の調査、審議である「高層化する建築物における防

し、寓層建築物において火を使用する設備や器具について、現状に 火安全対策」について、内容とその答申の概要を紹介する。

即した防火安全対策を調査、審議する乙とが求められていた。

21予｜柳川
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このページでは、今号に掲載している記事の概要をご紹介しまザτ本誌は201号以降のバックナンバー

を含め、当協会ホームページ（※）でご覧いただけます。 ＼ ． 
ホームページからは、予防時報へのご意見・ご感想もお寄せいただけますので、ぜひご利用ください。
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／やyクナンバーをご覧になる方のために、記事の今イ卜jレ・執筆者名等を整理した早見表を掲載しました。｜

※http://www.son po.or.j p/a rchive/pu bl ish/b伺日i/jiho/naiyo/theme_Ol.html I 

論考③ P24 

だいち2号と災害監視への期待
島田政信東京電機大学理工学部教授／宇宙航空研究開発機構地球観測研究センター上席研究員

だ、いち 2号が汀ち上がり、2015年5月24日でちょうど一年にな た世界に普るLI＼ンド合成開口レーダーであり、その性能が、地震の

る。打ち上げから、データの一般配布までが約6ヶ月とだいち1号 観測や森林観測に威力を発揮することから、地球環境やその変化抽

よりも3ヶ月も短縮でき、また、試験期間中で、はあったものの、幾つ 出に期待されている。本稿では、だいち2号とその観測能力、さらに

かの災害にも即時対応できた。 は災害監視への能力、これまでの経緯について紹介する。

だいち 2号に搭載されたレーダーは、日本が継続して開発してき

論考④ P30 I 

事業者が負う安全配慮義務と予見可能性
江川淳日本橋江川法律事務所弁護士

2011年3月11日、未曾有の大災害である東日本大震災が発生し

た。乙れを受けて、B仁Pや危機管理マ三ユアルの見直しの必要性を

感じた事業者は多いだろう。しかし、事業者として具体的にどのよう

な対策をどの程度行えばよいのか判断することは容易ではなし、

昨今、東日本大震災に関連して、安全配慮義務の有無を争点とす

るいくつかの重要な裁判例が出てきている。そ乙で＼本稿では、これ

らの裁判例を題材として、自然災害が発生した場合に事業者に求め

られる安全配慮義務について検討する。
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　リスクの定義は幾つか存在するが、最新のリスクマネジメ

ント規格 ISO31000の定義は「目的に対する不確かな影響」と

なっている。この定義によると、社会活動において何がリスク

であるかということやその重要性は、社会目的をどう設定する

かによって異なってくる。この視点で、我々が大切にしている

安全を考えてみると、安全は社会活動にとって重要な価値概念

の一つであるが、唯一の価値ではないことに気づく。安全を追

求していくことを最優先にしていけば、必ずしも望ましい社会

が実現できるとは限らないし、各分野の安全担当者が各自の視

点でそれぞれの安全を追求すれば良いというわけでもない。

　リスクを取り扱う手法として考えられたリスクマネジメント

という学問は、如何にリスクを小さくするかを検討するものだ

と理解されていることが多いが、リスクマネジメントは、そも

そもリスクを小さくするために存在するわけではない。もちろ

ん、リスクの望ましくない影響を小さくするためにも活用され

るが、それはその機能の一部に過ぎない。リスクマネジメント

の本質は、どのリスクなら受け入れても良いかということを判

断することにある。

　社会に存在する様々なリスクはそれぞれ関係を持っており、

あるリスクを小さくすると他のリスクが発生したり大きくなっ

たりする。望む安全レベルを獲得するためには、他のリスクを

どのようなレベルまで受け入れるかを決める必要もあるのだ。

リスクは時代や社会構造と共に変化していく。そして、その多

様なリスクの組み合わせ次第で、目指す社会の形が変わってく

る。しかし、どのような形でリスクを受け入れるかを適切に判

断することは難しい。リスクに対する適切な判断を行う為には、

検討している対象だけでなく、その対象と社会全体との関係を

正しく把握することが必要になるからだ。したがって、これか

らの安全の在り方を考えるということは、これからの社会の形

を考えることでもある。

　この様な複雑な関係を適切に判断するために、リスクマネジ

メントを適切に活用することが重要である。

野
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彦
横浜国立大学大学院環境情報研究院 
教授／本誌編集委員
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言

リスク社会における
リスクマネジメントの活用
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国立研究開発法人産業技術総合研究所 活断層・火山研究部門 首席研究員　
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地層に残された自然の
警告を活かす

　日本列島は様々な自然災害に見舞われてき

た。その被害をできるだけ軽減するために、

科学的な根拠に基づいて災害の規模を想定

し、それに応じた対策が行われてきたはずで

あった。しかし、2011年東日本大震災によっ

て、その信頼性はもろくも崩れ去った。その

震災後、想定外をなくすため、新たな最大ク

ラスの地震・津波想定が作られ、公表される

ようになった。その想定も最新の科学的知見

を集めて議論され、決められているが、適正

であると科学的に証明することは難しい。現

在の地球科学のレベルでは、巨大地震の予測

はまだまだ難しいのが現実である。それでも、

従来は社会の抵抗が大きかった巨大地震・津

波の想定が受け入れられるようになったこと

は大きな進歩である。東日本大震災前は、津

波堆積物の調査結果を社会に反映させること

の難しさを強く感じていたが、大震災を境に

社会の反応が大きく変わった。今後、新たな

想定に基づいてハードとソフトの両面から防

災・減災の対策が充実し、災害時にも被害軽

減に大きく役立つと思われる。

　一方で、地球科学の専門家として心配なこ

とは、最大クラスの地震と津波想定が策定

され、それに対する減災対策が進むことに

よって、津波堆積物など過去の地震に関す

る科学的な調査・研究の重要性が低下する

ことである。これらの研究は発展途上であ

り、科学的な検証を先送りしているものが

多い。過去にどのような地震が起こってき

たかを正確に解明していくことが、想定を

より確かにしていくために不可欠であるが、

そのことが忘れられていく恐れがある。さ

らに、想定された最大クラスの地震・津波

に基づいた対策が進むと、新たな安全神話

が生まれてしまう可能性がある。人は安心

を求め、安全を信じたくなる。そこに油断

ができ、自然に対する関心が薄れてしまう

だろう。しかし自然は甘くない。災害は私

たちの油断を突いて襲ってくる。

　東日本大震災の教訓を改めて考え直すと、

「日本列島の自然に学び、その過去を知れ」

だと思う。東日本大震災の直後は津波堆積

物が過去の巨大地震の記録として注目され、

その調査に必要性が広く認識された。しか

し、私たちが住む日本列島の災害は津波だ
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けでなく、直下型地震、火山噴火、洪水や土

石流など、多様である。そしてその規模が大

きければ大きいほど、地層の中に明瞭な記録

を残している。そのような自然の警告とも言

える情報を十分に活用しなかったことが、東

日本大震災の大災害につながった。

　ただ、その記録は不完全で、わかりにくい。

さらに、わずかな自然の記録も開発によって

失われつつある。そのような状況で、地層と

真剣に向き合って、研ぎ澄まされた洞察力か

ら、そこに記録された過去の自然現象を解明

していかなければならない。津波堆積物を見

つけるだけの調査では、本当のことはわから

ない。ある地域の平野全体の地層を丹念に調

べ上げることによって、過去数千年間の様々

な災害が明らかになり、将来起こりうる災害

も推定できるようになる。さらに突発的な災

害だけでなく、長期的な日本列島の変動が地

層には記録されている。地殻変動によって山

は隆起し、大雨などで地滑りや土石流が起こ

る。その土砂が大洪水で運ばれ、平野が形成

された。ダムや堤防で洪水を止めると、山か

ら平野や海に運ばれる土砂も止まる。その結

果、大都市は沈降し、海岸の砂浜は浸食され

る。それが日本列島の普通の自然現象で、人

間の都合で変えることはできない。東日本大

震災はそのことを示したのである。日本列島

がどのように変化してきて、これからどう変

わっていくのかを明らかにし、人間の都合

で変えられることと、変えられないことを

見極めていく必要がある。

　そのような調査と研究は成果が出るまで

時間がかかるし、それができる人材も足り

ない。粘り強く時間をかけて解決しなけれ

ばならないが、現在はそのような研究スタ

イルは歓迎されず、短期的成果を求められ

ることが多い。残念なことに、東日本大震

災以降は津波堆積物を見つけることだけを

優先させた調査が目立つ。科学的な検証が

不十分なまま、マスコミに報道され、想定

に用いられることだけでは不十分である。

想定が決まった後も科学的な検証を進め、

自然現象を具体的に解明することが、本当

の防災につながるはずである。

　日本人は日本列島の自然を知り、その恵

みを活かしてきたことを忘れてはならない。

そのためにも、多くの人たちに日本列島の

自然への関心を持ち続けてもらいたい。日

本の豊かで美しい自然の裏には、激しい自

然現象が隠れている。自然が一旦牙をむく

と、手がつけられない。しかし、自然はわ

ずかであるが、将来の災害を予測するため

の手がかりを地層の中に残している。それ

を活かす調査研究の重要性が社会に理解さ

れ、継続していくことが、日本の安全を高

めるために必要である。
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１．はじめに

　土砂災害が日本で年間どのくらい起こっている
か、ご存知だろうか。
　全国で年間約 1,000 件を超える土砂災害が起こ
っている。これは、日本の国土の約７割を山地が
占めており、急峻な地形、脆弱な地質である上に、
台風や集中豪雨に見舞われやすいという特徴を有
していることが理由の１つと言える。
　土砂災害を防止するための対策として、古くは
明治時代に制定された砂防法などに基づき砂防堰
堤（えんてい）等の設備整備が推進されてきた。
　そのような中で土砂災害対策の大きな転機とな
ったのは、1999 年に広島市・呉市で発生した土
砂災害である。急激な都市化の進展とともに、山
裾にまで宅地開発が進み、土砂災害の危険性に対
する認識が不十分なままに、多くの人が居住し、
甚大な被害をもたらした。
　すべての危険な箇所をハード対策によって安全
な状態にしていくには、膨大な時間と費用が必要
になってしまう。そのため、従来のハード対策に
あわせて、住宅等の新規立地抑制、建築物の構造
規制、警戒避難体制の整備等のソフト対策を推進
し、土砂災害から国民の生命・身体を守るため、
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律」（以下、「土砂災害防止法」と
いう。）が 2000 年５月に制定され、2001 年４月
から施行された。
　しかし、法施行から 10年余りが経過した 2014
年８月 20 日、奇しくも法制定の契機となった広
島で再度大規模な土砂災害が発生した。局地的な
大雨により、同時多発的に土砂災害等（土石流
107 件、がけ崩れ 59 件）が発生し、死者 74 名、

負傷者 44名、家屋被害 418 戸の甚大な被害が生じ
たのである。これまで土砂災害防止法は、2005 年
と 2010 年に 2 度の法改正により対策を強化して
きたところであったが、今回の広島での土砂災害等
を踏まえ明らかとなった課題に対応するため、一刻
も早い３度目の法改正が求められた。その結果、災
害発生から３か月後の 2014 年 11 月、「土砂災害
警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す
る法律の一部を改正する法律」（以下、「改正土砂災
害防止法」という。）が成立し、2015 年１月から
施行されている。
　以下、土砂災害防止法の概要と 2014 年法改正の
ポイントを紹介する。

２．土砂災害防止法の目的と概要（図１）

　この法律の目的は、土砂災害から国民の生命及び
身体を保護することにある。
　都道府県は、おおむね５年ごとに、土砂災害が発
生するおそれがある土地に関する地形、地質、降水
等の状況や土地の利用の状況等に関する基礎調査を
実施する。その結果から明らかとなる危険な区域を
「土砂災害警戒区域（イエローゾーン）」と「土砂災
害特別警戒区域（レッドゾーン）」に指定する。イ
エローゾーンは、土砂災害により住民等の生命又は
身体に危害が生じるおそれがある区域であり、市町
村により避難体制が整備される。レッドゾーンは、
土砂災害により建築物に損壊が生じ、住民等の生命
又は身体に著しい危害が生ずるおそれがある区域で
あり、危険な場所に危険な状態のままで新たに住民
等が住まうことなどがないよう、開発行為に対する
規制や建築物の構造規制などの一定の規制がなされ
る。

玉
た ま だ

田 沙
さ や か

耶香 国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部 砂防計画課 砂防管理室 法規係長

改正土砂災害防止法
について

防災基礎講座
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３．明らかになった課題と 2014 年法
改正（図２）

　2014 年８月の広島での土砂災害等を踏まえ、
明らかになった主な課題は以下の３点である。
課題１：土砂災害警戒区域等の指定だけでなく、
基礎調査すら完了していない地域が多く存在し、

住民に土砂災害の危険性が十分伝わっていない
こと
課題２：避難勧告が災害発生後になってしまった
こと
課題３：避難場所や避難経路が危険な区域内に存
在するなど土砂災害からの避難体制が不十分な
場合があること

（１）課題１への対応
　課題１への対応として、都
道府県に基礎調査の結果の公
表を義務付けることとした。
　土砂災害のおそれがある区
域については、従来は、警戒
区域の指定を行う段階で初め
て公表されていた。そのた
め、基礎調査が終了しても警
戒区域の指定までの間、住民
等は土砂災害の危険性を認識
することができない状況にあ
った。改正土砂災害防止法で
は、住民等に土砂災害の危険
性をより早期に認識してもら
うために、都道府県に対し、
基礎調査の結果について公表
することを義務付けることと
した。
　都道府県の HP や掲示板、
回覧板などにより公表するこ
ととしているので、居住して
いる地域や通勤・通学経路な
ど自身の行動範囲に危険な区
域がないか、確認しておくこ
とが重要である。
　また、基礎調査の結果の公
表により、住民の防災意識が
高まり、警戒区域等の指定の
促進につながることが期待さ
れる。

（２）課題２への対応
　課題２への対応として、土

図１　土砂災害防止法に基づく取り組み

図２　改正土砂災害防止法の概要

防 災 基 礎 講 座
2015 vol.262
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砂災害警戒情報を避難勧告等の発令に資する情報
として、法律上に明確に位置付け、都道府県知事
に対し、土砂災害警戒情報の関係市町村の長への
通知及び一般への周知の措置を義務付けることと
した。
　土砂災害警戒情報とは、降雨による土砂災害の
危険性が高まったときに市町村長が避難勧告等を
発令する際の判断に資するため、都道府県と気象
台が共同で発表する防災情報である。2007 年度
から全国で運用が開始されていたものであるため、
テレビやラジオなどの報道により見聞きしたこと
がある方も多いのではないだろうか。
　図３のように、土砂災害警戒情報は、住民等の
避難に要する時間を考慮し、実績降雨量に気象庁
が提供するおおむね２時間先の予測降雨量を加味
した降雨量が危険降雨量に達したときに発表され
る。
　危険降雨量は、過去の降雨の状況及び土砂災害
の発生状況等を総合的に勘案して、都道府県知事
により設定されている。
　2014 年８月の広島での土砂災害の場合、土砂災
害警戒情報は 20日午前 1時 15 分に発表されてい
た。しかし、避難場所が未開設であることや、夜
間の豪雨であることなどの理由により判断が遅れ、
結果として避難勧告が災害発生後となってしまっ

たのである。
　これまで土砂災害警戒情報を直接的な避難勧告
等の発令基準としている市町村はわずかであっ
た。市町村長が的確に避難勧告等を発令するため
には、あらかじめ定量的で客観的な発令基準を設
定しておくことが必要となる。改正土砂災害防止
法では、土砂災害警戒情報を避難勧告等の判断に
資する情報であるとして法律上に明確に位置付け
るとともに、運用にあたっての土砂災害防止対策
基本指針において「土砂災害警戒情報が発表され
た場合は、市町村長は直ちに避難勧告等を発令す
ることを基本とする。」とした。
　土砂災害警戒情報が発表された場合は、対象エ
リア内において土砂災害が発生してもおかしくな
い状況が間近に迫っており、すぐに避難行動をと
る必要があることを意味しているという正しい知
識が住民側にも必要である。

（３）課題３への対応
　課題３への対応として、市町村防災会議が災害
対策基本法に基づき策定する市町村地域防災計画
に、避難場所・避難経路に関する事項、避難訓練
に関する事項など、避難に関する事項をより具体
に規定することとした。
　2014 年８月の広島での土砂災害の場合、避難
場所として指定されていた場所に土砂が流れ込む
という事態が見受けられたため、改正土砂災害防
止法では、避難体制の充実・強化を図ることとし
た。

（４）その他の対応
　その他、都道府県による基礎調査が適切に行わ
れていない場合の国土交通大臣による是正の要
求、避難勧告等の円滑な解除のための国土交通大
臣及び都道府県知事の市町村長への助言、国によ
る都道府県、市町村の援助も新たに規定した。

４．住民等に求められる行動

　改正土砂災害防止法により、土砂災害の危険性
の周知や避難体制の充実・強化を図ることとした
が、避難勧告等が発令された際の問題として、住

図３　土砂災害警戒情報の発表の仕組み（土壌雨量指数：降
った雨が土壌中に水分量としてどれだけ貯まっているかを指
数化したもの）

防 災 基 礎 講 座
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民等による実際の避難行動に結びついていないとい
う課題があげられることが多い。「避難行動」とい
うと、避難場所や避難所と呼称されている場所へ避
難することだけをイメージしている方も多いかもし
れないがそうとは限らない。もちろん、時間的余裕
がある場合は、あらかじめ指定された避難場所に速
やかに避難することが重要である。しかし、時間的
余裕がなくなってしまった場合には、危険な場所か
ら安全な場所へ移動すること、例えば、土砂災害警
戒区域外にある親戚や知人の家に移動すること、近
隣の堅牢で高い建物などに移動することなども避難
行動として有効な場合もある。地域によって、土砂
災害の形態や規模が大きく異なることや、夜間や大
雨時など避難時の状況によっても、とるべき行動は
変わってくると考えられ、いざというときは、命
を守るために自ら判断して行動することが必要とな
る。
　そのため、住民自らが行政から発信される情報を
「知る努力」も求められる。市町村から配布される
ハザードマップなどにより、事前に土砂が流れてく
る方向の確認、避難経路・避難場所の確認、避難訓
練への参加など、平時から土砂災害に対する正しい
知識を得て、いざというときに適切な避難行動をと
れるように心がけて欲しい。

５．関連する施策

（１）宅地建物取引業者による重要事項説明
　従来から、土砂災害警戒区域等にある宅地・建物
の売買や賃借にあたっては、宅地建物取引業者によ
る重要事項説明の対象となっている。今回の法改正
を受け、基礎調査の結果が公表され、当該土地等が
土砂災害警戒区域等に指定される可能性があると判
明した場合はそのことを説明することが望ましいと
されている。

（２）開発許可申請時の情報提供
　従来から、土砂災害特別警戒区域内での社会福祉
施設、学校、医療施設の建築のための開発行為につ
いては、都道府県知事の許可制となっている。今回
の法改正を受け、基礎調査の結果が公表され、申請
に係る土地が土砂災害特別警戒区域等に指定される

可能性があると判明した場合は、将来の指定見込み
や災害の危険性などについて申請者に適切に情報
提供を行うこととされている。

（３）土砂災害特別警戒区域からの移転等
　従来から、土砂災害特別警戒区域からの移転のた
めの国の支援制度として、「がけ地近接等危険住宅
移転事業」がある。これまで利用実績は少ないが、
安全な地域への移転を促進する有効な制度である。
今回新たに、土砂災害特別警戒区域内にある土砂災
害からの安全性が不十分とされている住宅におい
て、建築物の改修や擁壁の設置をする場合の支援制
度が創設された。加えて、各都道府県により独自の
支援制度を設けているところもある。詳しくは都道
府県の砂防担当部局にお問い合わせいただきたい。

６．おわりに

　土砂災害は降雨条件だけでなく、局所的な地形・
地質条件などの様々な要因が関係していると考え
られており、いつ、どこで発生するか事前に正確に
予測することは難しい。このため、避難したが、土
砂災害が発生しなかったということもあり得るが、
避難勧告がはずれたことを非難する前に土砂災害
が発生しなくてよかったと考える発想の転換も必
要であると考える。
　土砂災害のおそれのある区域を基礎調査により
明らかにすることで、住民等に危険性を早期に認識
してもらい、行政と住民が一体となって備えをする
ことによって、土砂災害防止法の目的を達成するこ
とがようやく可能となる。何の備えもない場合と危
険性をよく認識し、日頃から備えをしておくのでは
もちろんのことながら大きな差がある。
　都道府県が実施することとされている基礎調査
は、2015 年度から５年以内（2019 年度末まで）
にひと通り完了させる目標が設定されており、今
後、各都道府県による取り組みが加速化するものと
見込まれる。
　土砂災害防止法の目的をご理解いただき、土砂災
害対策をより一層推進していくためにも、皆様のご
協力を今後ともお願いしたい。

2015 vol.262
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１．はじめに

　弊社は1998年より、エコドライブ活動に専門特
化したコンサルティングを始め、これまでに全国
の物流企業約1,200事業所に対してエコドライブ
活動をサポートしてきた。その中で明確になった
ことは、エコドライブに取組むと燃費が向上する
だけでなく、事故の削減にもつながるということ
だ。その後、一般企業向けのコンサルティングの
実施や、経済産業省・環境省などの国の事業も受
託し、エコドライブの普及に努めている。2014年
の10月には、ニューヨークの国連本部において、
各国の有識者を集めた「エコドライブカンファレ
ンス」を実施した。これらの経験をもとに、本稿
では、エコドライブが実現する安全への取組みに
ついて述べる。

２．エコドライブの推進による交通事
故削減効果

（１）エコドライブとは何か
　エコドライブは、交通事故を減らす可能性を秘
めた素晴らしい取組みである。エコドライブの素
晴らしさとは、ドライバーがいつでも、どこでも、
誰にでも今すぐに始められるアクションであるこ
とだ。エコドライブとは、“ 環境に配慮した自動車
の運転 ” である。また広義では、燃料消費量や二
酸化炭素排出量を減らし、地球温暖化防止につな
げる “ 運転技術 ” のみではなく、“ 心がけ ” のこと
も指す。
　地球温暖化問題が深刻化している現在、エコド
ライブは社会的に求められている。日本の二酸化
炭素排出量のうち、運輸部門の排出量が、17.7％

（2012年度）を占めている。その中で自動車に起
因する排出量は86.8％に及ぶ。
　図１から分かるように、二酸化炭素排出量は

2001年度をピークに減少傾向だが、1990年度と
比較すると依然高い状況だ。地球温暖化に関わる
二酸化炭素や、大気汚染の要因である自動車の排
出ガスを減少させるために、一人ひとりのドライ
バーによるエコドライブが必要であろう。
　現在、国としては、「エコドライブ普及連絡会」
を設置し、エコドライブの推進に力を入れている。
エコドライブ普及連絡会は、2003年度に、警察庁、
経済産業省、国土交通省、環境省を関係省庁とし
て設立された。この連絡会では、「エコドライブ
10のすすめ」としてエコドライブのテクニックを
10項目にまとめた。これは2003年度に策定され、
2006年度の一部見直しを経て国民に広報啓発を
行ってきた。その後、2012年11月のエコドライブ
推進月間を機に全面的に見直された。そして、数
あるエコドライブの取組みの中から、効果や取組
みやすさ等を考慮した最も奨めたい10項目につい
て、その項目及び内容を精査すると共に、全ての
項目についてエコドライブを実施するドライバー
の参考となる効果指標を示した、新たな「エコド
ライブ10のすすめ」が策定された。
　これに伴いエコドライブ普及連絡会は、周知を
目的として配布用リーフレットを作成した。エコ
ドライブに興味関心の無い人にも訴求するよう、

エコ安全ドライブ※で、
世界の交通事故をゼロに
間

ま じ

地　寛
ひろし

平成26年度 環境省エコドライバープロジェクト推進事務局 株式会社アスア 代表取締役社長

図１　運輸部門における二酸化炭素排出量の推移
　（その他輸送機関は、バス、タクシー、鉄道、船舶、航空）

※エコドライブ普及連絡会（警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省）が定めた「エ
コドライブ１０のすすめ」のうち交通安全に関係の深い３項目（１．「ふんわり
アクセル e スタート」２．「車間距離にゆとりをもって、加速・減速の少ない運
転」３．「減速時は早めにアクセルを離そう」）を特に「エコ安全ドライブ３か条」
として、日本損害保険協会が普及・啓発している活動
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図２　エコドライブ10のすすめ（表面７点と裏面１点）

論 考

2015 vol.262
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図３　エコドライブ活動前後の燃費の向上率と削減率

論 考

意匠性が考慮された７点（図２）のデザインに決
定した。そして47都道府県及び20政令指定都市の
自治体を中心に、希望に応じて全国に配布した。
　国・地方自治体・業界団体等が、図２のリーフ
レット等を用いてエコドライブを広めている。そ
れぞれ励行項目は様々だが、10のポイントのうち
特にふんわりとした発進（目安：５秒で20km/h
まで加速）に重点を置いている団体が多い。弊社
としては、10番目の「自分の燃費を把握する」こ
とが最も重要なポイントだと考えている。なぜな
らば、燃費は自分の運転を振り返ることができる
ツールだからだ。全ドライバー共通の認識である、
燃費という “ 数値 ” を見ることによって、自分の安
全運転の度合いを知ることができる。

（２）エコドライブからエコ安全ドライブへ
　実際に、エコドライブの推進が、交通事故の減
少につながったという研究結果がある。この研究
成果は、早稲田大学の大聖泰弘氏、同じく早稲田
大学の石太郎氏、芝浦工業大学の春日伸予氏ら３
人と弊社の共同で、2006年５月25日に自動車技術
会春季学術講演会において発表された。研究では、
エコドライブ活動（エコドライブを組織的に取り
組むこと）によって燃費が向上すると、交通事故
の減少につながるという効果が実証された。本研
究では、トラックドライバーを対象に「ゆっくり
とした発進・停止」に特化したエコドライブ教育
とその実践が、燃費改善と交通事故低減に与える
効果を分析・検討した。
　トラック事業者17社1,020台の燃費について、
エコドライブ教育と励行を実施した前後各１年間
の計２年間にわたって調査した。調査対象事業所
内において毎月１回１年間、10人程度の少人数で
エコドライブに関する話題をテーマに継続した教
育を行った。さらに燃費に関しては、毎月各ドラ
イバーに結果をフィードバックして教育材料とし
た。調査の結果、図３に示すとおりの効果が出た。
　図３からも明らかなように、エコドライブの教
育実施前よりも教育実施後の方が燃費は向上して
おり、平均で8.7％の向上を示した。それと同時に、
事故は51.2％の削減となった。
　交通事故の約50％は交差点付近で起こっている
というデータがある。なぜエコドライブをすると

事故が減るのかというと、安全運転を具体的にイ
メージしてみるとその関係性が見えてくる。安全運
転とは、“ 急 ” の付く運転をしない、車間距離を十
分とる、などが挙げられる。そして燃費の良い運転

（エコドライブ）とは、先ほどの「エコドライブ10
のすすめ」にもあるように、ふんわりアクセルや、
加減速の少ない運転などであり、二つはほとんど
同じことを言っている。交通事故発生の最も多い交
差点において、上記のような急のつく運転をせず、
ゆっくり発進・停止を心がければ、事故は必ず減
少するだろう。
　安全運転は、世の中のクルマを運転するドライ
バー全員に求められていることは言うまでもない。
しかし安全運転とは、その人それぞれが持っている
感覚や技量などによって変わってしまう。そこで、
安全運転を全ドライバー共通の認識にするものが、
日本損害保険協会が推進する「エコ安全ドライブ」
である。誰もが簡単にできて、“ 燃費 ” という数値
で効果が見えるエコ安全ドライブを普及させるこ
とが、交通事故対策として重要となる。

３．日本のエコドライブ普及推進の現状

（１）官公庁でのセミナー実績、成果
　日本でのエコドライブ普及施策として、「Fun to 
Share」の取組みが挙げられる。「Fun to Share」は、
これまでの地球温暖化防止国民運動に代わる新た
な気候変動キャンペーンとして、2014年から環境
省が始めた取組みで、最新の知恵を国民全員で楽し
くシェアしながら、低炭素社会を作っていくための
合言葉だ。現在、低炭素社会を実現するための技術
や取組みが生まれている。具体的には、“COOLBIZ”
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や “ みんなで節電アクション ” が挙げられるが、そ
の中の１つに「エコドライバープロジェクト」と
いう、エコドライブの取組みが含まれる。
　エコドライバープロジェクトとは、エコドライブ
を「これからのマナー」ととらえ、国民運動化する
取組みである。本プロジェクトは、ドライブマナー
に優れた「エコドライバー」を増やし、快適な生活
を生み出すことを目指している。マナーのよい運転
とは、急ブレーキや急発進のない運転を指す。また、
燃費や環境、安全面の効果に加えて、同乗者からの
信頼も得られることが効果として挙げられる。そ
こで、個人や企業という単位で、この考え方を理
解し、共感してくれる人の輪を広げている。2015
年４月現在の賛同企業数は約5,000社、個人賛同数
は約10,000人である。低炭素社会を作るための取
組みだが、環境面だけでなく、一般市民に受け入
れられやすい、“ マナー” をキーワードとして、国
が推進している一つの例だ。
　また環境省では、エコドライバープロジェクトの一
環として、小学校への出前授業も行っている（図４）。
子供たちにエコドライバーの必要性を早期教育と
して行うだけでなく、その子供たちが家庭や社会
におけるエコドライバーの先生となって、同乗者
の立場からエコドライブを訴求していくことを目
的としている。2014年10月から都内と神奈川県内
の小学生高学年を対象に実施され、地球温暖化の
現状や、エコドライブの重要性について、クイズ
形式で講義を進めた。児童からの評価は好評で（表
１）、笑顔があふれる講義であった。
　次に、経済産業省では、2012年より2015年に至
るまで、エコドライブ普及推進モデル事業に取り
組んでいる。その一環として、2014年から自動車
販売店向けエコドライブ研修会を７自治体で実施
した（図５）。自治体と自動車関係団体等が協同し

「自主性」・「持続性」・「波及性」を重視して企画さ
れ、新たなエコドライブ普及推進モデルとして実
施している。エコドライブ情報を継続的に発信し
続けるリーダーを育成することが目的だ。
　エコドライブ研修会は、座学と実技の２本立て
の内容で実施した。座学においては、一般社団法
人日本自動車工業会による「運輸部門の地球温暖
化対策」と「カタログ燃費と実燃費の違い」、実技
においては、一般社団法人日本自動車連盟による

「誰でもできるエコ運転術」の講義を行った。一般
ドライバーの総合窓口とも言うべき自動車販売店

（ディーラー）向けのエコドライブ研修会を実施す
ることで、一般ユーザーへの広がりを期待してい
る。

（２）エコドライブ活動コンクールでの事例
　企業、団体においても、エコドライブを熱心に取
り組んでいる事例として、優れたエコドライブ活
動を行っている企業を表彰するエコドライブ活動
コンクール（主催：公益財団法人交通エコロジー・
モビリティ財団）がある。このコンクールは、燃費
の改善状況だけを審査するものではなく、企業のエ
コドライブ活動の取組み内容を、組織体制や教育状
況、事故削減効果などの幅広い観点から審査する。
　参加部門は、事業部門（運輸事業者）と一般部
門（運輸事業者以外）とフリー部門（NPO などの図４　小学校での出前授業

表１　受講児童の感想の一部

図５　エコドライブ研修会
実施風景

・エコドライブ10のすすめでやっていることもあった
けれど、全く実現できていないものも多かったです。
となりに乗っていて危ない !! と思うこともあるので
家に帰ったらすぐに伝えてエコドライブで安全な運
転をお願いしたいと思いました。

・あまり親の運転を見たことが無いので良く分からな
いけれど、今度からはしっかり見てきちんと話し合
えるようにしたいです。

・お父さんはごく稀に一般道路でふざけてスピードを
出すことがあります。お母さんは普段交通ルールを
守りながら運転していますが、怒っている時や急い
でいる時は運転が非常に荒いです。

・母の運転はエコドライブっぽいけれど、父の運転は
急いでいる時は凄いスピードを出していて、ブレー
キは信号の近くでかけるし急ブレーキも多いので注
意をしたいと思います。
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論 考

団体・グループ）の３つに分けられる。2014年度
は、事業部門のトップには国土交通大臣賞、一般
部門のトップには環境大臣賞が授与された。
　2014年度の本コンクールにおける受賞者の平均
燃費向上率は事業部門において7.2％、一般部門に
おいて7.4％という結果だった。また国土交通大臣
省を受賞した TB 物流サービス株式会社いなべ営
業所は、2008年以降車両事故件数０件、環境大臣
賞を受賞したキヤノンマーケティングジャパン株
式会社は2008年と比較して2013年の事故件数を
62％削減した。このことからも、エコドライブ活
動に積極的に取組むと、燃費が向上し、結果とし
て事故が減少するといえる。
　また、フリー部門においても、エコドライブに
積極的に取り組んでいる団体が表彰されている。
2014年度は、NPO 法人山形県自動車公益センター
とファインモータースクール（自動車学校）が審
査委員長特別賞を受賞した。
　山形県自動車公益センターでは、エコドライブ
に関する講習会を自治体、企業、高校等を対象に
開催した。エコドライブの運転技術や、エコドラ
イブ活動の効果的な進め方等を教えている。2013
年度は合計122回開催し、約600人が参加した。座学
の講義だけではなく、実際の運転を通して、エコドラ
イブの効果を実感するプログラムを実施している。
　ファインモータースクールでは、2008年か
ら、新規免許取得者に、エコドライブが自然と身
に着く「楽エコ教習」を開始した。現在までに約
13,000人の教習生が受講し、教習生と一般ドラ
イバーを比較した結果、約20％の燃費向上効果が
あったことを発表している。
　２団体ともに、一般市民にエコドライブを広げ
る取組みを行っている点が評価された。

４．世界のエコドライブ

　これまで、環境省や経済産業省、民間企業の優
秀な取組み事例を挙げた。このように日本では、
国や企業が主体となって、エコドライブを普及さ
せていこうという取組みが数多く存在している。
また2014年度エコドライブ活動コンクールの応募
数が1,106事業所だったことからも分かるように、
企業や団体として熱心にエコドライブに取り組ん

でいる事例も多い。主に企業においては、運送事
業者から始まったエコドライブの推進だが、今後
は一般企業や市民にも大きく広がっていく可能性
を大いに秘めている。では、他国のエコドライブ
推進状況はどうなのだろうか。
　そもそも地球温暖化は、世界共通の環境問題で
ある。2013年９月の IPCC（気候変動に関する政府
間パネル）総会では、人間による影響が温暖化の
支配的な要因である可能性が高いと示された。現
在は2015年の COP（気候変動枠組条約締約国会議）
21（パリ）の採択に向けて、温室効果ガス排出量
削減の新たな枠組みについて国際交渉が進められ
ている。また、官・民・市民社会等の多様なステー
クホルダーが、各分野において地球温暖化に対す
る新たな取組みや宣言を発表した。その取組みの
中の一つに “ エコドライブ推進 ” がある。
　WAFUNIF（国連共同教育派遣協会：国連組織の
世界148か国に及ぶ、インターン、研修生を務め
た人々による、国連直属の NGO 組織）は弊社と共
同して、2014年10月にニューヨーク国連本部にて
国連エコドライブカンファレンスを開催した（図
６）。本カンファレンスの目的は、国境、文化、経
済環境の違いを乗り越えて取り組める「エコドラ
イブ」を世界に普及していくことであり、各国の国

図６　国連エコドライブカンファレンス実施風景
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連大使、政府関係者、自動車関連団体等ステークホ
ルダーの方々、約200人が参加した。燃費向上によ
る二酸化炭素削減やコスト削減、事故削減の手段と
して提唱されたエコドライブは、交通に関わる全て
の人を思いやり、人間性を高め、より暮らしやすい
社会の実現に繋がる可能性があることを共有した。
　このカンファレンスを開催した理由は、各国のア
イディアを共有して、地球環境に対する気持ちや態
度を変えていきたいという想いからだ。世界の環境
問題の対策の一つとして、エコドライブは非常に
効果的である。そしてエコドライブの精神を世界に
普及させることは、環境問題を解決する一つの手段
だと確信している。地球環境問題が、私達人間が
作り出したものによって起こったことは明白だが、
これは私達の手によって減らすことができる。私達
一人ひとりの小さな変化が大きな成果をもたらす
ことはエコドライブも同様だ。カンファレンスの
最後に、WAFUNIF 会長のイブネ・ハッサン氏より、

「WAFUNIF も国際連合と共に全力で協力すること
を約束する。」との宣言があった。今後 WAFUNIF
は、ピースメッセンジャーとしてエコドライブ普
及活動のサポートを続けること、2015年は途上国
を含めた国々で課題を共有すること、2016年には
再度国連で集まりエコドライブの今後の方向性を
まとめていくこと（エコドライブ憲章）に協力す
るとのことだ。
　弊社はこのカンファレンスを一過性のものにす
るのではなく、2016年に再度国連においてカン
ファレンスを開催し、エコドライブ憲章の制定に
向けた取組みを行うことを予定している。世界を
変えることはとても難しい。しかし不可能ではな
いと信じている。
　日本は、世界で最もエコドライブの普及推進が
進んでいる国だ。しかし、世界の環境問題を解決
するためには、日本だけでなく、各国の協力が必
要になる。環境問題という大きな課題を解決する
ためには、身近な問題であるエコドライブに取り
組むことが第一歩だ。同乗者が安心する運転をし、
周りの環境を思いやるなどといったことをやり始
めると、心の持ち方に影響する。つまり、エコド
ライブをすると心の持ち方が変わるのだ。そうす
ると必然的に、その心がもっと大きな世界環境問
題にも影響を与えていくと信じている。

５．おわりに

　以上のように、エコドライブは日本だけでなく、
現在は世界でも注目されている取組みだ。ここで
今一度、「エコドライブ」という言葉について考え
てみる。
　エコドライブとは、燃費が向上することにより、
コストや二酸化炭素の削減という効果をもたらす
運転の “ 手法 ” のことを指す。エコドライブを実施
すると、無意識に周囲を配慮するようになり、安
全を意識して運転するようになる。つまりエコド
ライブとは、思いやりの気持ちを持つなど、人の
気持ちを変化させるツールの一つなのだ。
　「エコドライブ10のすすめ」にもあるように、
ゆっくりと発進し、ゆっくり停止することで、運
転行動が変化するようになる。運転行動を意識し
始めると、気持ちにゆとりが生まれ、優しくなる。
割り込む車にもイライラすることがなくなり、歩
行者や周りの環境も気にするようになる。それが
結果的に、安全につながるのだ。エコドライブは
まさに、「エコ安全ドライブ」である。
　小さな意識を習慣にすることで、自分の運転が
変わり、社会が変わる。安全な社会は、一人ひと
りの意識がつくる。二酸化炭素排出量を減らすた
め、世界から事故をなくすために、まずは自分か
ら始めよう。未来のために今できること、エコ安
全ドライブ。

【参考文献】
１）国連エコドライブカンファレンス報告書 , 株式会社ア

スア
２）エコドライブ推進マニュアル（第3版）, 経済産業省資

源エネルギー庁
３）エコドライブ活動による燃費改善と交通事故低減 , 春

日伸予 , 石太郎 , 大聖泰弘 , 間地寛
４）エコドライブ10のすすめ , エコドライブ普及連絡会
（警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省）

５）環境省 _ エコドライバープロジェクト HP,
　https://funtoshare.env.go.jp/ecodriver/
６）気候変動キャンペーン _Fun to Share HP,
　https://funtoshare.env.go.jp/
７）平成26年度エコドライブ活動コンクール優秀取組事例

集 , 公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団
８）国土交通省 HP「運輸部門における二酸化炭素排出量」,
　http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_

environment_tk_000007.html
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１．はじめに

　事業者は安全配慮義務を負う。そうはいっても、
誰に対してどのような安全配慮義務を負うのか、
その具体的な内容は世の中の事業者の数と同じく
らい限りない。2011年３月11日、未曾有の大災
害である東日本大震災が発生した。これを受けて、
BCP や危機管理マニュアルの見直しの必要性を感
じた事業者は多いだろう。もっとも、「より充実し
た安全管理対策」の重要性はわかっていても、事
業者として具体的にどのような対策をどの程度行
えばよいのか判断することは容易ではない。
　昨今、東日本大震災に関連して、安全配慮義務
の有無を争点とするいくつかの重要な裁判例が出
てきている。そこで、本稿では、これらの裁判例
を題材として、自然災害が発生した場合に事業者
に求められる安全配慮義務について検討する。

２．安全配慮義務とは

　安全配慮義務に具体的な明文の根拠はないが、
リーディングケースとなる最高裁昭和50年２月25
日判決において、国と自衛隊員の雇用関係に関し

「国は、公務員に対し、…公務員の生命及び健康
等を危険から保護するよう配慮すべき義務（以下

『安全配慮義務』という。）を負っている」「安全配
慮義務は、ある法律関係に基づいて特別な社会的
接触の関係に入った当事者間において、当該法律
関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相
手方に対して信義則上負う義務として一般的に認
められる」と判示された。この判決以降、安全配
慮義務は、当該事案の枠を超えて、主に雇用関係、
就学関係における事業者の安全管理に関する付随
義務として発展してきた。

３．自然災害と安全配慮義務

（１）東日本大震災関連の裁判例
　東日本大震災における津波の犠牲者の遺族が管
理者に対し「安全配慮を怠った」として相次いで
訴えを提起しており、昨今これらの訴訟の判決が
順次下されている（裁判例①〜④）。以下、その内
容を紹介する（なお、紙幅の関係から「予見可能
性」に関連する部分に絞る。参考として表１にポ
イントをまとめた）。

（２）日和幼稚園訴訟（仙台地裁平成25年９月
17日判決、裁判例①）

ア．本件訴訟の概要
　本件訴訟は、宮城県石巻市内の私立幼稚園に子
供を入園させていた園児の保護者が、地震によっ
て発生した津波に流されて幼稚園の送迎バスが横
転し、その後に発生した火災にも巻き込まれて子
供たちが死亡したのは、地震発生当時の園長その
他の幼稚園職員が津波に関する情報収集を怠り、
地震発生後に園児を保護者に引き渡すため高台に
ある幼稚園から低地帯を走行するルートで送迎バ
スを出発させるなど避難に関する指示・判断を
誤ったことによるものであるとして、幼稚園経営
法人および園長の安全配慮義務違反などを主張し、
合計約２億6,700万円の損害賠償を求めた事案であ
る。
イ．裁判所の判断
　裁判所は、幼稚園経営法人および園長の安全配
慮義務違反などを認め、約１億7,700万円の賠償を
命じた。
　裁判所が示した主な理由は以下のとおりである。
① 園長には、本件送迎バスを幼稚園が位置する高

台から出発させるにあたり、たとえ本件地震発

事業者が負う安全配慮
義務と予見可能性

江
え が わ

川　淳
あつし

日本橋江川法律事務所 弁護士
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生時までには、いわゆる千年に一度の巨大地震の
発生を予想し得なかったとしても、本件送迎バス
を海沿いの低地帯に向けて発車・走行させれば、
その途中で津波により被災する危険性があるこ
とを考慮し、ラジオ放送によりどこが震源地で
あって、津波警報が発令されているかどうかなど
の情報を積極的に収集し、サイレン音の後に繰り
返される防災無線の放送内容にもよく耳を傾け
てその内容を正確に把握すべき注意義務があっ
たこと

②  園長は上記①の情報収集義務を怠ったこと
③ 予見義務の対象は本件地震の発生ではなく、巨

大な本件地震を現実に体感した後の津波被災の
おそれであり、情報収集により防災行政無線やラ
ジオ放送等により津波警報や大津波警報が伝達
され、高台への避難等が呼びかけられていた状
況の下で、本件送迎バスを眼下に海が見える高
台から海岸近くの低地に向けて出発させること
により津波被害に遭うおそれがあるかについて
の予見可能性があったかどうかということであ
るから、単に本件地震発生前に地震学者がマグ
ニチュード9.0の巨大地震の発生を予想していな
かったことをもって、本件地震発生後の津波被災
のおそれまで予見困難であったとはいえないこ
と

④ 送迎バスの走行ルートは標高０ないし３ m 程度
の低地帯にあり、予想される津波の高さが６ m
であることが報道されていたのであるから、津波
被害を回避するために高台に位置する本件幼稚
園にとどまる契機となる程度の津波の危険性を
予見することができたというべきであり、単に
市のハザードマップの浸水予想区域が海沿いの
区域のみであって本件被災現場が含まれていな
かったことをもって情報収集義務違反の前提と
なる津波被災の予見可能性がなかったとするこ
とはできないこと
ウ．判決後の経過
　本件訴訟は、その後、幼稚園側から仙台高裁に控
訴されたが、2014年12月、幼稚園側が法的責任を
認めて謝罪し、その支払能力を勘案するなどして、
合計6,000万円を支払うという内容で和解が成立し
た（2014年12月３日付日本経済新聞）。

（３）七十七銀行女川支店訴訟（仙台地裁平成
26年２月25日判決、裁判例②）
ア．本件訴訟の概要
　本件訴訟は、海岸から約100m の距離にあった
同銀行の支店に勤務中、地震によって発生した津
波に流されて死亡した行員および派遣スタッフの
遺族が、①地震発生前の銀行の安全教育や避難訓
練が不十分であったほか、銀行の災害対応プラン
で「支店屋上」を避難場所に追加すべきではなかっ
たのに追加したという安全配慮義務違反があった
こと、②地震発生後、支店長が、徒歩約３分半の
距離にある町指定避難所（堀切山へ上る階段の上）
へ避難するのではなく、支店屋上へ避難するとい
う誤った指示・判断を行ったという安全配慮義務
違反があったことなどを主張し、銀行に対して合
計約２億3,500万円の損害賠償を求めた事案であ
る。
イ．裁判所の判断
　裁判所は、銀行の安全配慮義務違反を認めず、
遺族の請求を退けた。
　裁判所が示した主な理由は以下のとおりである。
① 銀行は津波被害をも想定した災害対応プランを

策定し、同プランの改正時にも通達等を通じて
その周知徹底を図り、少なくとも年に１回、銀
行本店、各支店において、防災体制の確認およ
び通信機器等の操作訓練等を実施し、特に支店
長は、本件支店において、期初の会議の場や朝
礼等において、避難場所が堀切山または支店屋
上であることを周知徹底していたのであるから、
銀行が十分な安全教育を施さずに支店長を本件
支店の管理責任者として配置したものと認める
ことはできないこと

② 銀行は、災害対応プランの周知徹底を図り、少
なくとも年に１回、銀行本店、各支店において、
防災体制の確認および通信機器等の操作訓練等
を実施しており、行内広報誌においても、県防
災会議作成の「宮城県地震被害想定調査に関す
る報告書」の内容を紹介し、銀行の災害対応プ
ランの内容をも確認し、特に津波被害について
の連動型の宮城県沖地震においては、大きな津
波が地震発生から30分前後で押し寄せることが
予想され、早い地域では地震発生から12〜13分
で第１波が到達するので、迅速な避難が必要で

論 考

2015 vol.262
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あり、情報収集の大切さと、日頃からの避難場
所や避難方法の確認が重要である旨を呼びかけ
ていたのであり、本件支店においても町指定避
難場所への避難訓練を実施していたのであるか
ら、銀行が避難訓練等実施義務に違反していた
とする原告らの主張は採用できないこと

③ 本件支店建物は相当な強度があり、また、支店
屋上には搭屋があり、その高さ約13.35m は町指
定避難場所とされていた堀切山へ上る階段の上
のうち、階段を上りきった場所の高さ約12.5m
と大差のないものであって、いずれも「宮城県
地震被害想定調査に関する報告書」などで事前
に予想されていた津波の最大高さ（5.3〜5.9m）
と比較して十分な余裕があったことからすると、
立地状況や津波到達予想時刻までの時間的余裕
の有無等の具体的状況に応じて、人命最優先の
観点から、一時的・臨時的な避難場所として迅
速に避難し得る支店屋上をも避難場所の１つと
して追加したというのは合理性を有するもので
あって、安全配慮義務違反にあたるとはいえな
いこと

④ 支店長は本件地震発生後に支店内で後片付けを
していた行員らに対し、大津波警報が発令され
ていることを告げた上、最小限の片付けのみを
して支店屋上に避難することを指示し、屋上避
難後も行員らに対し、海の見張りとラジオ放送
による情報収集を指示しており、他の行員らも
ワンセグ放送を視聴するなどして情報収集をし
ていたというのであるから、支店長に情報収集
義務違反があったとはいえないこと

⑤ 最大震度６弱の揺れを実際に体感していたとし
ても、支店屋上を超えるような約20m 近くの巨
大津波が押し寄せてくることまでをも支店長に
おいて予見することは客観的にも困難であった
といえ、当時の緊迫した状況の下で、支店屋上
へ避難するとの支店長の判断が不適切であった
とはいえず、支店長に最初から町指定避難場所
へ避難するよう指示をすべき義務があったとは
いえないこと

⑥ 本件地震発生直後の気象庁の津波予想が６ m で
あり、また「宮城県地震被害想定調査に関する
報告書」においても最大津波の高さが5.3〜5.6m
とされていたことからすれば、約13.35m の支

店屋上は相当な高さを有していたとものといえ、
支店屋上への緊急的一時避難を否定して支店長
に安全配慮義務違反があったというためには、
緊迫した状況の下においても、約13.35m の高さ
を有する支店屋上への避難では不十分であるこ
とを示すに足りる程度に危険な津波発生の具体
的な予見可能性があったことが必要とすべきで
あって、湾奥部という特殊な立地における抽象
的な津波発生の予見可能性では足りないこと

⑦ 実際に行員らは支店屋上へ避難した後も津波情
報を収集し続けていたにもかかわらず、予想さ
れる津波の高さが10m 以上との修正情報を知る
ことはできなかったものであり、修正情報を支
店長が具体的に把握していなかったことをもっ
て情報収集義務違反があったということはでき
ないこと
ウ．判決後の経過
　遺族は判決を不服として控訴したが、仙台高裁
は第一審を支持し遺族の控訴を退けた（2015年４
月23日付日本経済新聞）。

（４）町立東保育所訴訟（仙台地裁平成26年３
月24日判決、裁判例③）
ア．本件訴訟の概要
　本件訴訟は、宮城県山元町の町立保育所に子供
を入園させていた保護者が、園児が死亡したのは、
①地震発生後に避難指示を仰ぎにきた保育所の保
育士に対して、町の総務課長が繰り返し「現状待
機」を指示し、②保育士らも情報を収集せず漫然
と園児を待機させたためであるとして、町の保育
委託契約に基づく注意義務違反、安全配慮義務違
反などを主張し、合計約8,800万円の損害賠償を求
めた事案である。
イ．裁判所の判断
　裁判所は、町の注意義務違反、安全配慮義務違
反を認めず、遺族の請求を退けた。
　裁判所が示した主な理由は以下のとおりである。
① 宮城県沖地震や昭和三陸地震の各想定における

津波の高さを超える津波が到達することを予見
できても、それによる浸水範囲が内陸に広範囲に
拡大することを予測し得たと直ちにいうことは
できないこと、すなわち、津波は直線海岸よりも
Ｕ字型湾やＶ字型湾において高さが高くなり、リ
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ておらず、教習所教官らがこれを現に把握してい
たという証拠はないから、大津波警報（第２報）
を知ったことを前提に更に情報を収集すべき義
務があったということはできないこと

③ 上記①②を前提としても、校舎外にいた学校長
を含む教官らのうち少なくとも一部は、教習所
の敷地内において、目の前で行われていた消防
車による「津波警報が発令されました。坂元中
学校に避難してください。」と避難先まで特定し、
教習所付近にいる者に対して避難を呼びかける
広報を現実に聞いていたと推認されることから
すれば、教習所経営法人としては、遅くともそ
の時点において、教習所付近にも津波が襲来す
る事態を具体的に予期し得たこと

④ 山元町付近においては、過去にマグニチュード
８以上で、当時の海岸線から２ km 程度内陸まで
遡上したといわれる869年発生の貞観地震、海岸
から約８ km の内陸にある岩沼付近まで津波が押
し寄せたといわれる1611年発生の地震が報告さ
れているが、前者は1100年以上前、後者も400
年あまり前に発生したものであるとともに、山
元町における浸水域も必ずしも明らかとはいえ
ないものである。また、昭和８年の三陸地震では、
津波の高さは２ m 以上に達したとされているも
のの、教習所付近の海岸には、海面の高さ6.2m
の海岸堤防が設けられていること、昭和27年の
十勝沖地震では山元町に被害が出なかったこと、
昭和35年のチリ地震では、山元町における被害
は田畑の冠水による農作物の被害にとどまった
ことに加え、宮城県地震被害想定調査において、
宮城県沖地震（連動）を想定地震とする津波浸
水域予測では、山元町の教習所付近の津波浸水
域は海岸から100m に満たないものと予測されて
いたことや、消防署から津波対策について具体的
な指導を受けていなかったことなどをも併せ考
慮すれば、海岸から約750m の地点に位置する教
習所について、本件地震発生前の時点において、
宮城県沖で地震が発生した場合に教習所に津波
の被害が及ぶことを予期すべきであったとまで
はいうことはできず、教習所経営法人において、
あらかじめ津波による被害を想定した災害対応
マニュアル整備をすべきであったということは
できないこと

アス式海岸のようなＶ字形状に開いた湾におい
ては湾の奥で津波の高さが高くなることなどか
らすれば、山元町の沿岸の地形がほぼ平坦であっ
たことを前提にして、総務課長が、海岸線から
1.5km の地点にあった保育所に津波が到達し得
る危険性を予見することはできなかったこと

② 総務課長と同様、保育士らに、保育所に津波が
到達する危険性を予見することができたという
ことはできないこと
ウ．判決後の経過
　遺族は判決を不服として控訴したが、仙台高裁
は遺族の控訴を退けた。その後、遺族は最高裁に
上告した（2015年４月３日付日本経済新聞）。

（５）自動車教習所判決（仙台地裁平成27年１
月13日判決、裁判例④）

ア．本件訴訟の概要
　本件訴訟は、自動車教習所の教習生・従業員の
遺族が、地震発生後、教習所からの送迎バスに乗
車中、徒歩で帰宅中、あるいは勤務中に教習生・
従業員が津波で死亡したのは、地震発生後、教習
所が情報収集を怠り教習生や従業員を敷地内に待
機させるなどしたためであるとして、教習所経営法
人の安全配慮義務違反、教習所経営法人取締役ら、
学校長の注意義務違反などを主張し、合計約19億
7,000万円の損害賠償を求めた事案である。
イ．裁判所の判断
　裁判所は、教習所経営法人の安全配慮義務違反を
認め、約19億1,000万円の賠償を命じた。なお、取
締役らの個人としての損害賠償責任は否定された。
　裁判所が示した主な理由は以下のとおりである。
① 予想される津波の高さを宮城県６ m とする気象

庁の大津波警報（第１報）に接した時点におい
て、教習所経営法人、取締役ら、学校長において、
海岸から約750m 離れた場所に所在し、最寄りの
海岸付近には高さ６ m を超える海岸堤防が整備
されていた教習所にまで津波が襲来することを
予見し、また、更に情報を収集すべき義務があっ
たとまでいうことはできないこと

② 大津波警報（第１報）に引き続き、予想される
津波の高さを宮城県10m 以上とする大津波警報

（第２報）が出されていた点について、放送局に
よっては直ちに大津波警報（第２報）を報道し
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(2015年１月27日付朝日新聞 )。

４．安全配慮義務と予見可能性

（１）２次的な災害
　裁判例①〜④は地震そのものによる被害（建物
倒壊による死亡など）ではなく、地震による津波
という２次的な災害に関する事案である。事業
者は、１次的な災害（地震、豪雨など）について
はもちろん、時間差をもって生じる２次的な災害

（津波、火災、崖崩れ、鉄砲水など）についても予
見可能性があれば安全配慮義務を負う。
　裁判例①〜④をみると、「事前の情報収集」、「事
後の情報収集」、「事前の対策」、「事後の現場にお
ける判断」が安全配慮義務違反の有無を左右して
いると思われる。

⑤ 取締役自身において消防車の広報を聞いたと認
めるに足りる証拠はないことからすると、取締
役が現実に認識した情報は大津波警報（第１報）
にとどまると考えられ、教習所に津波が襲来す
る可能性を予見することまではできなかったと
いうべきであること

⑥ 学校長自身が消防車による広報を聞いていた可
能性があるとしても、学校長は教習所の学校運
営面での責任者ではあるが、教習の中止に関す
る判断を含む経営面についての権限は何ら有し
ない教習所経営法人の被用者にすぎず、また、教
習所経営法人が教習生らに対して負うのと同様
の安全配慮義務を負っているわけでもないこと
ウ．判決後の経過
　約19億1,000万円の賠償を命じた判決を不服とす
る教習所側、役員らの責任を認めなかった判決を
不服とする遺族側の双方が、仙台高裁に控訴した

表１　裁判例①〜④のまとめ

 被告	 判断理由（予見可能性の点）	 判決	 安全配慮
	 	 	 	 義務違反

	

裁
判
例
①	

裁
判
例
②	

裁
判
例
③	

裁
判
例
④

幼稚園経
営法人

園長

銀行

町

自動車教
習所経営
法人

取締役等

一 部 認 容、
法人・園長
ともに責任
肯定

棄却

棄却

一部認容
法人の責任
肯定
取締役らの
責任否定

有り

無し

無し

有り
（法 人）、
無し

（取締役
ら）

・予見義務の対象は地震の発生ではなく巨大な地震を現実に体感した後の津
波被災のおそれであり、単に地震発生前に地震学者がマグニチュード9.0の巨
大地震の発生を予想していなかったことをもって地震発生後の津波被災のお
それまで予見困難であったとはいえないこと
・単に市のハザードマップの浸水予想区域が海沿いの区域のみであって被災
現場が含まれていなかったことをもって情報収集義務違反の前提となる津波
被災の予見可能性がなかったとすることはできないこと  

・最大震度６弱の揺れを実際に体感していたとしても、支店屋上を超えるよ
うな約20m 近くの巨大津波が押し寄せてくることまでをも支店長において予
見することは客観的にも困難であったこと
・緊迫した状況の下においても約13.35m の高さを有する支店屋上への避難
では不十分であることを示すに足りる程度に危険な津波発生の具体的な予見
可能性があったことが必要とすべきであって、湾奥部という特殊な立地にお
ける抽象的な津波発生の予見可能性では足りないこと 

・リアス式海岸のようなＶ字形状に開いた湾においては湾の奥で津波の高さ
が高くなることなどからすれば、山元町の沿岸の地形はほぼ平坦であり、総
務課長が海岸線から1.5km の地点にあった保育所に津波が到達し得る危険性
を予見することはできなかったこと  

・大津波警報の第１報・（認識できなかった）第２報によっても津波の襲来を
予見できたとはいえないが、学校長・教官らが消防車による避難を呼びかけ
る広報を聞いた時点で、教習所付近にも津波が襲来する事態を具体的に予期
し得たこと
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（２）事前の情報収集
　裁判例①〜④で県の地震被害想定調査報告書、過
去の地震による被害の報告、堤防の有無、海岸線
からの距離や沿岸の地形などの地域特性、消防署
の事前指導の有無などが挙げられていることから、
これらに類する情報を事前に収集しておかなけれ
ばならない。もっとも、裁判例①で指摘されてい
るように、単に市のハザードマップの浸水予想区域
に被災現場が含まれていなかったとしても、直ち
に予見可能性が否定されるものではないので、公
的機関の被害想定調査を盲信せず、それに類する
危険が自社の個々の事業所に存在しないか、実質
的に判断する必要がある。

（３）事後の情報収集
　裁判例①②③では防災行政無線、ラジオ放送、ワ
ンセグ放送、見張り、消防車による広報などが挙げ
られており、これらに類する情報を事後に収集する
ことが重要である。とくに、裁判例④で、事前に収
集し得る情報からは予見可能性が否定されながら、
教習所の目の前で行われた消防車による避難広報
を根拠に安全配慮義務違反が認められていること
からすれば、混乱した現場においても、数ある情
報のうちどれを重視し優先すべきか、見逃すこと
なくしっかりと見極める必要があるといえる。

（４）事前の対策
　裁判例②で災害対応プランの策定とその周知徹
底、本店各支店における年１回以上の防災体制確
認・通信機器操作訓練、期初の会議や朝礼における
避難場所の徹底、行内広報誌における周知、避難訓
練実施が挙げられていることから、事前に収集した
情報をもとに、これらに類する対策を行っておく
ことが重要である。なお、裁判例①④にあるように、
千年に一度の巨大地震を事前に予想し対策してお
くべきだったというような結果責任が問われてい
るわけではなく、あくまで、適切な情報収集によっ
て得られる範囲で２次的な災害である津波自体の
予見可能性が問題とされている。

（５）事後の現場における判断
　裁判例①では、園長が事後の情報収集を怠り、高
台にある幼稚園から低地帯を走行するルートで送

迎バスを出発させた点で、裁判例④では、目の前で
行われた消防車の避難広報にもかかわらず教習生
らを敷地内に待機させた点で、安全配慮義務違反
が認められた。混乱した災害現場においては、限ら
れた情報をもとに短時間で判断しなければならず、
現実には現場の個々の管理者の資質にも左右され
ると思われるが、事業者としては、事後の情報収
集や現場における判断の精度を上げるべく、事前
に準備できることはしておいて、少しでも現場の
管理者の「そのとき」の負担を減らすよう心掛け
るべきである。

５．おわりに

　東日本大震災の発生とその後の経過を眼のあた
りにして、巨大な自然災害が現実に起こり得ると
いうことを私たちは改めて実感した。東海地震を
含む南海トラフ大地震の発生が切迫していること

（30年以内にマグニチュード８〜９クラスが発生す
る確率が70％程度）は、気象庁の発表や報道機関
による各種報道により国民の知るところである。そ
のほかの地域における地震も含め、「予見できる範
囲」で台風や洪水など未曾有の大災害を想定した
準備をすることは急務である。
　公的機関が発信するものを中心に、「事前の情報
収集」、「事後の情報収集」をどれだけ行えるか、そ
れを「事前の対策」や「事後の現場における判断」
にどれだけ反映できるか、が安全配慮義務に違反す
るか否かの明暗を分ける。ひとたび自然災害が発生
すれば事業者は数分、数十分のうちに的確な判断を
しなければならないのであるから、現場で危機管理
マニュアルを見返している余裕はない。現場が最も
指示を仰ぎたいと思う災害直後の時間帯には指示
系統、連絡手段が断絶される危険があることを考
えれば、災害現場となり得る個々の事業所ごとに、
なるべく細分化されたユニットで、適切な行動が
できるよう日頃から備えをしておく必要がある。

【参考文献】

裁判例①：判例時報2204号57頁
裁判例②：判例時報2217号74頁
裁判例③：判例時報2223号60頁
裁判例④：LLI / DB 判例秘書 L07050002
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１．はじめに

　火災予防審議会とは、東京都知事の諮問機関
であり、主に学識経験者により構成されている。
1972年に第１回の審議会が開催され、現在まで
40年以上にわたり開催されてきた。この審議会に
は、諮問されたテーマに合わせて、人命安全対策
部会と地震対策部会の二つの部会が設置され、委
員の任期である２年をかけて、それぞれの部会に
おいて調査審議が進められ答申がまとめられる。
　2013年６月に火災予防審議会に対して諮問され
たテーマの一つが、「高層化する建築物における防
火安全対策」である。具体的には、現在にいたる
社会環境の変化や技術の発展に伴う、高層建築物
における多様な火気の使用実態や火災の実態等を
把握し、火を使用する設備や器具（以下「火気使
用設備等」という。）の高層建築物における利用に
ついて、現状に即した防火安全対策を調査、審議
することが求められた。
　この諮問を検討するために構成された審議会が
第21期火災予防審議会（会長：菅原進一東京理科
大学教授）人命安全対策部会であり、本稿では、
この部会で調査、審議された内容とその答申の概
要を紹介する。

２．これまでの高層建築物に対する基準

　東京消防庁は、高層建築物における火気使用設
備等の出火防止対策について行政指導の基準を作
り統一的な運用を行っており、審議会では、現在
使用されているこの基準を検討の端緒としている。
　新宿副都心に高層ビル群が出現した時期である
1979年３月、第３期火災予防審議会により「概
ね軒高100ｍ以上の建築物では、ガスを熱源とし
た火気使用設備器具は、本来その使用を禁止すべ
き。」との提言がなされた。
　これを受け、東京都（東京消防庁）は1979年７
月にガス機器の使用を努めて抑制することなどを

高層化する建築物に
おける防火安全対策
（火災予防審議会の答申から）

東京都火災予防審議会 事務局

図１　都市ガスを使用する機器の指導基準の概要
　（31m、60mは東京消防庁の指導基準）
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定めた「高層の建築物の出火防止対策」を策定し、
消防同意（消防機関が建築確認申請に同意する仕
組み）時等の行政指導の基準である予防事務審査・
検査基準（以下「審査・検査基準」という。）に追
加した。審査・検査基準における指導の対象は「非
常用エレベーター及び特別避難階段が法令義務と
なるもの」と規定されている。現在の基準は1983
年７月に改正して以来ほぼ変わらず、都市ガスを
使用する機器の使用を務めて抑制することを前提
とする基準となっている。やむを得ずガス機器を
使用する場合は使用する機器の種別や使用場所を
限定するなど、必要最小限の使用とすることを求
めている。（図１）
　なお、このような行政指導は、法的な強制力を
伴うものではない。また、それぞれの消防本部の
方針や地域特性によりその内容は異なる。審議会
での検討内容は東京都の指導基準を前提としたも
のである。

３．高層共同住宅に対する審議内容お
よび提言

　審議会では、15階建て以上の建築物を高層の建
築物とし、共同住宅とそれ以外の用途の建築物と
に分けて検討が行われた。
　最初に高層の共同住宅について記す。共同住宅
については、主に都市ガスに注目した検討が行わ
れた。

（１）審議に係る実態調査等の結果
ア．高層共同住宅の推移
　都内の高層建築物（15階建て以上）は、最近の
10年間で約２倍に増加しており、2012年には約
1,800棟となっている。中でも共同住宅は、約３倍
と顕著に増加しており、現在では共同住宅と共同
住宅を含む複合用途の建物が、都内の高層建築物
の約70％を占めている。（表１）

表１　15階建て以上の建築物（棟）の推移

	 年（西暦）	 2003	 2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012

	 5項ロ

	 共同住宅	
312	 385	 491	 581	 679	 746	 788	 822	 853	 917

	 15項

	 事務所
	 113	 112	 117	 116	 115	 115	 114	 114	 113	 112

	 16項イ	
331	 349	 382	 418	 450	 472	 506	 523	 552

	 568

	 特定用途複合	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （223）

	 16項ロ	
88	 92	 94	 107	 115	 121	 130	 133	 144

	 152

	非特定用途複合	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （100）

	 その他	 37	 39	 41	 42	 35	 44	 48	 46	 50	 49

	 計	 881	 977	 1,125	 1,264	 1,394	 1,498	 1,586	 1,638	 1,712	 1,798

※用途の項は消防法施行令別表第１による
※16項の（　）内は共同住宅を含む建築物の数
　特定用途複合：劇場、飲食店、物品販売店舗、ホテル、病院、高齢者福祉施設などの特定用途を含む複合用途
　非特定用途複合：特定用途複合以外の複合用途

論 考

2015 vol.262
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図３　15階以上の建築物の高層階（11階以上）の使用用途
　( 面積割合 )

図２　ガスに関わる火災件数の推移と安全対策の変遷
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＊１　３階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の住
戸では、次のいずれかの対応が必要（ガス栓と機器を金
属管等でねじ接続、ヒューズガス栓の設置、ガス警報器
の設置）。

＊２　全てのバーナーに温度センサー（調理油過熱防止装
置、立ち消え安全装置、消し忘れ消火機能）を搭載した
こんろ。

論 考

イ．ガスに係る安全対策
　現在、都市ガスの消費に係る安全対策として、
マイコンメーター、過流出防止機能付きガス栓、
ガスコードなどを使用することが、ガス事業法や
建築基準法により義務化されている。
　過去40年間の都市ガスに係る火災件数の推移を
見ると、ガス漏れ及びガスストーブによる火災は、
1980年頃から大幅に減少しており、現在の件数は
1975年の件数の約6分の１となっている。
　また1980年代は、ガス設備の安全対策が導入さ
れた時期であり、ガスに係る火災が減少し始めた
時期は、安全対策が普及し始めた時期と重なって
いる。（図２）

ウ．ストーブ・ファンヒーター類のエネルギー別
火災リスク比較
　ストーブ、ファンヒーター等の高温部を有する
移動式暖房機器に起因する出火リスクを、電気や
石油といったエネルギー源別に分けて試算すると、
都市ガスを使用した暖房機器の出火率は、他のも
のと比べても低いか同程度となる。
　したがって、高層共同住宅で電気ストーブなど
の移動式暖房機器に代わってガスストーブやガス
ファンヒーターの使用が広がったとしても、現在
では出火リスクが上昇することはない状況となっ
ているといえる。

（２）提言
ア．高層共同住宅の居室における都市ガス使用抑
制の見直し
　都市ガスの消費段階での安全性は、現在ではマ
イコンメーターによる自動遮断や過流出防止機構
（ガスの流出量が一定以上となった場合にガスの流
通を阻止する装置）などの主に技術的な安全対策に
より支えられている。安全対策が確実に実施される
限り、都市ガスを高層共同住宅のエネルギー源と
して使用しても、安全性が損なわれることはない。
高層共同住宅の居室内において都市ガスの使用を
抑制する指導は、見直すべき時期に来ている。
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イ．個人のライフスタイルに沿ったエネルギー選
択の幅の拡大
　高層共同住宅の居室での都市ガスの使用を望む
都民の声もあり、個人のライフスタイルに沿うよ
うに、エネルギー源の選択の幅を広げることを考
慮するべきである。
　使用が想定されるのは、主としてガスファンヒー
ターであり、これも共同住宅における暖房機器の
選択肢の一つとなる。

４．共同住宅以外の高層の建築物に対
する審議内容、提言および具体的な出
火防止対策

　共同住宅以外の高層の建築物についての答申で
は審議内容、提言に加え、具体的な出火防止対策
にも言及されているので、これらも合わせて紹介
する。

（１）審議に係る実態調査等の結果
ア．高層階の利用形態の変化と火気使用設備等の
設置状況
　高層建築物における高層階部分の現在の利用形
態を把握するために、11階以上の階ごとの用途に
ついて調査した。延べ床面積が大きい用途は、共
同住宅、事務所であり、次に多いのがホテルで全
体面積の５％を占めている。複合用途の建築物の
中には、高層階の部分をホテルとして使用すると
いう利用形態がみられる。（図３）
　また、火気使用設備等の設置状況を調べると、共
同住宅以外の高層建築物では、高層階で使用される
火気使用設備等の多くが厨房設備であることがわ
かる。最上階付近に設けられる展望レストランに加
え、中間階にある社員食堂やホテル内の飲食店の
ために厨房設備を設置する場合がある。厨房設備の
熱源は、都市ガスと電気を併用する場合が多いが、

都市ガスを使用していない厨房もある。
イ．火災の状況と出火の可能性
　高層建築物における火災の状況（東京消防庁管
内、2004年から2013年まで）から、高層建築物に
おける出火の可能性を平常時と地震時に分けて整
理すると、次のようになる。
（ア）平常時における火災状況と火災事例から見た
出火可能性
　高層建築物における火災の発火源を、電気、ガ
ス、石油などのエネルギー源別に分類すると、電気
関係が７割以上を占める。電気関係の火災の発火源
は非常に多様であるが、配線、照明、厨房に係るも
のが比較的多い。ガス関係の火災の発火源は、８割
が厨房関連、残りの２割が工事関連の機器である。
　高層の建築物に限らず建物火災全体の統計を分
析すると、厨房設備のなかでは業務用ガスコンロ等
（大型ガスコンロ及びガステーブル）に係る火災が
比較的多く、その中では使用中の放置に係る出火
が67％を占めている。これらのことから、飲食店
等の厨房では、使用中のガス器具等の放置による
火災が発生する可能性が、ほかの要因による出火
の可能性に比べて高いと言える。
（イ）地震時における火災状況と出火可能性
　東日本大震災の際に東京消防庁管内で発生した
32件の火災のうち、５件が高層階の電気室で発生
している。高層階にある厨房からの出火事例はな
いが、フライヤーの油が飛散した事例が審議に合
わせて実施した調査で確認されている。
　このような事例が発生した際の出火の可能性に
ついて調べるために、振動台を使った再現実験が
行われた。この実験により、フライヤーの調理油は
直下型地震のような加速度の大きな地震動で飛散
するだけでなく、加速度の比較的小さな長周期地震
動によっても飛散する可能性があること、また、地
震時に火気使用設備等を自動停止するために設置
されているガスのマイコンメーターの感震器等は、
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長周期地震動では揺れ方の違いにより動作しない
場合があることが明らかになった。さらに、調理
油が飛散したことに伴い出火した事例が10年間に
６件確認され、これらの火災はガスコンロ等の裸
火が発火源となっていることが東京消防庁管内の
火災データから明らかになった。

（２）提言
ア．共同住宅以外の高層の建築物における出火防
止対策に係る指導基準の見直し
　共同住宅以外の高層の建築物の出火防止対策に
係る技術的進歩や地震時の被害状況とその対策の
現状を踏まえ、現行の指導基準を見直すべきであ
る。
イ．共同住宅以外の高層の建築物における出火防
止対策に求められる安全性能
　高層の建築物では、高層階からの避難や地震時
の初動対応に困難性がある。建物の防火安全は、
法令に基づく規定等により一定の安全性能が確保
されているが、共同住宅以外の高層の建築物に求め
る出火防止対策は、災害時の初動対応等の困難性
を踏まえた高い安全性能を有することが望ましい。
　共同住宅以外の高層の建築物において火気使用
設備等を使用する際に、求められる安全性能とは、
①	使用中に誤って放置された場合の出火防止性能
②	長周期地震動の影響も考慮した地震発生時の出
火防止性能
である。
　これらの安全性能は、従業員等に教育を徹底し、
火気使用中はその場を離れないことや、地震時に
適切な行動をとるなど、ソフト面の対策によって
確保されている状況にある。ソフト面の対策は今
後も継続していくべきであるが、技術の進歩に伴
い実施可能となるハード面の対策も積極的に活用
し、ソフトとハードを合わせた対策により安全性
能を総合的に高めるよう改善していくことが望ま

れる。

（３）共同住宅以外の高層の建築物における具
体的な出火防止対策
　出火防止対策に係る性能を確保するための具体
的な対策は、個々の建築物により異なる。具体的
な対策を導入する際には、この節に示す方策を参
考とし、それぞれの建物の出火要因、出火した場
合の影響、対策の効果などを検討したうえで、実
行することが望まれる。
ア．推奨する具体的な出火防止対策
（ア）調理油過熱防止装置が組み込まれたコンロ等
の使用
　使用中に誤って放置された場合の出火防止性能
を確保するための具体的な対策として、調理油過
熱防止装置が組込まれたコンロ等を努めて使用す
ることを奨励する。（図４）これは現在、家庭用の
コンロでは一般的になっている対策である。
（イ）緊急地震速報を活用した地震時の出火防止対
策
　長周期地震動の影響も考慮した地震発生時の出
火防止性能を確保するための具体的な対策として、
緊急地震速報を受信し、各厨房で迅速に火気使用設
備等を停止できる体制を確保することを奨励する。
今後、従来の緊急地震速報に加え、長周期地震動
に係る情報が緊急地震速報のように迅速に発信さ

図４　安全装置付きの業務用ガス機器の例
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れるようになった場合には、その活用も検討する
べきである。
（ウ）業務用自動ガス遮断装置による地震時の出火
防止対策
　飲食店等の厨房に設置されている業務用自動ガ
ス遮断装置を活用して、地震時に確実にガスが遮
断される対策を講じることも推奨する。この装置
には感震器による自動遮断機能に加えて、ボタン
一つで厨房のガス供給を遮断する機能があるので、
前掲（イ）の対策をより安全に実行するために活
用すべきである。
イ．効果が期待できる具体的な出火防止対策の例
（ア）飲食店等の厨房における出火防止対策
ａ．火気の使用中に誤って放置された場合の出火
防止対策
　従業員が不在時には、自動的に火気使用設備等
が停止する各種センサーを組み合わせたシステム
を使用する。（図５）
ｂ．長周期地震動の影響も考慮した地震発生時の
出火防止対策

（a）建物に設置された感震器や各種機器に組み込ま
れた感震機能を活用し、地震時には自動的に厨房
の火気使用設備等が停止するような構成とする。

（b）高温の調理油と裸火又は水を隣接させない厨
房設備のレイアウトにする。

（イ）防災センター等の情報を活用した出火防止対
策
　防災センター等に集約される設備等の監視情報、
異常警報等の様々な情報の中で、出火に係るもの
に注目し、出火防止対策に活用する。

５．まとめ

　審議会では、高層の建築物における出火防止対
策について共同住宅と共同住宅以外に分けて検討
を行ったが、共同住宅以外の高層の建築物を対象
とした提言のなかには、長周期地震動の対策等、
共同住宅に反映できるものも含まれているので、
建物の用途に係らず提言の趣旨を踏まえた対応が
望まれる。また、現在の指導基準では、都市ガス
に係る出火防止対策が重視されているが、エネル
ギー源で分けるのではなく、火気使用設備等の種
類や使用状況に応じた出火の可能性を考慮し、出
火防止対策を充実するよう見直すことが望まれる。
それにより、一律に使用を抑制するよりも安全性
が向上し、その上で、長期的に見れば、建物利用
者の利便性や経済性等の向上にもつながることに
なれば幸いである。

６．おわりに

　火災予防審議会で答申した内容は、東京消防庁
をはじめ関係機関において、今後の火災予防対策
の施策の立案等に活用されることを期待する。
　なお、答申の全文は、地震対策部会で審議した
「地震火災による人的被害の軽減方策」の答申と合
わせて東京消防庁のホームページに掲載されてい
る。参考としていただければ幸いである。
（http://www.tfd.metro.tokyo.jp）

図５　火気の使用中に誤って放置された場合の出火防止対
策例
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１．はじめに

　だいち２号が打ち上がり、この５月24日（2015
年）でちょうど一年になる。打ち上げ後、衛星本
体や搭載しているレーダー機器（合成開口レー
ダー）を軌道上で試験し、正常に動作することを
確認した。2014年８月20日には定常観測を、同
年11月25日にはデータの配布を開始した。打ち上
げから、データの一般配布までが約６ヶ月とだい
ち１号よりも３ヶ月も短縮でき、また、試験期間
中ではあったものの、幾つかの災害にも即時対応
でき、だいち２号に課せられた期待を果たしつつ
ある。
　だいち２号に搭載されたレーダーは、日本が
1990年頃より継続して開発してきた世界に誇る L
バンド合成開口レーダーであり、その性能が、地
震の観測や森林観測に威力を発揮することから、
地球環境やその変化抽出に期待されている。本稿
では、だいち２号とその観測能力、さらには災害
監視への能力、これまでの経緯について紹介する。

２．だいち２号とは

　 だ い ち ２ 号 と は、 宇 宙 航 空 研 究 開 発 機 構
（JAXA：Japan Aerospace Exploration Agency）
の陸域観測衛星２号（ALOS-2：Advanced Land 
Observing Satellite-2）の愛称である。2014年５
月24日午後０時５分14秒に種子島宇宙センターか
ら、日本の代表ロケットである H2A24号機で、高
さ628km の極軌道に打ち上げられた。周回周期
100分で、地球を１日に約15周する。
　図１のように、だいち２号は左右対称形をし、
楔状の本体の左右に太陽電池パドルを、本体下部
に代表機器である合成開口レーダー（PALSAR-2：

Phased Array type L-band Synthetic Aperture 
Radar-2）を、衛星上部に位置と時刻を把握するた
めの GPS 受信機、姿勢を把握するためのスター・
トラッカー、観測データを地上に送信するための
送信アンテナを搭載している。図上部のパラボラ
アンテナは、インド洋上空に静止しているデータ
中継衛星「こだま」とデータ通信を行う Ka バンド
通信アンテナである。また、衛星下部に見られる
小さなアンテナは、衛星と地上受信局が直接交信
を行う X バンドアンテナである。本体内部には、
PALSAR-2の電子機器部、データ記録装置が含まれ
る。衛星重量は、２トンと先代の ALOS のほぼ半
分である。また、太陽電池の発生電力は約４ kw
である。
　だいち２号は、だいち１号が打ち上がった翌年
の2007年に、後継シリーズ衛星として選ばれた。
当時の検討では、レーダーと光学衛星を交互に打
ち上げることが望まれた。また、芙蓉１号（JERS-
1、1992-1998）やだいち１号（ALOS、2006年１
月24日打ち上げ）がレーダーと光学の同時搭載で
あったのに対し、だいち２号がレーダーのみを搭

だいち２号と
災害監視への期待
島
し ま だ

田 政
ま さ の ぶ

信 東京電機大学 理工学部 教授／宇宙航空研究開発機構 地球観測研究センター 上席研究員

図１　だいち２号の外観図
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載するのは、衛星を小型化してセンサ毎に専用化
する方がより効率的な運用が期待できるからであ
る。光学センサは日中に主として直下を観測でき
るが、合成開口レーダー（SAR：Synthetic Aperture 
Radar）は斜め観測で時間帯に関係せず観測できる
ため、両センサのデータが必ずしも同じ場所を同
時に取れないのと、そのデータが常に相補的であ
るとは言いがたいという特性もある。

３．だいち２号の特徴と役割

　前述のように、だいち２号に搭載したセンサ
は SAR である。SAR は1950年代に米国で誕生し、
1978年に米国の Seasat で打ち上げられ、原理が
実証されてから、特に1990年代以降、各国で打ち
上げ利用されてきた映像センサである。レーダー
であり、自分自身が電波を発射し、観測対象物か
らの反射信号を自分で受信するために、全天候性

（多少の雨でも観測可能、昼夜の別なく運転可能）
という最大の特徴を有している。
　SAR は使用する周波数毎に違った特徴をもつが、
技術的な実現性から、現時点では L-band, C-band, 
X-band の３周波数に限定されている。L-band と
は波長が約24cm 程度のマイクロ波、C-band は波
長が約5.6cm 程度、X-band は波長が約３ cm 程度
である。日本は1990年代より、一貫して L-band
を利用している。だいち２号に搭載されるのが
L-band を用いた SAR の
PALSAR-2 で あ る。 電
波 の 波 長 が 長 く、 地
表 に 生 え る 植 物 を 多
少 透 過 で き、 そ の た
めに、地殻変動の抽出
や、森林伐採検出能力
が他の周波数に比べて
優れるという特徴を有
す。PALSAR-2は先代の
PALSAR の機能を順次改
善してきたもので、性
能面の改善は以下で代
表される。

① 高 分 解 能 化（10m → ３ m） と 広 観 測 域
（50km）、

② 雑音レベルの低減化、
③ アンビギュイティ（画像に表れるゴースト現象）

の低減化、
④ Spotlight によるより高分解能（１ m）の観測と

ScanSAR での広観測域（490km）の実現、
⑤ 偏波（電界の振動方向の向き）数の増大化（１

偏波より２偏波）、
　さらに人工衛星の動作をより機敏にすることで、
⑥ 観測可能領域を、衛星の左右方向の2,340km か

ら選択可能、
⑦ 衛星回帰日数を14日と小さくしており、また、

観測入射角範囲が７度から70度と広く、緊急時
の観測が可能、

である。
　これらの特徴は、すべて技術レベルの向上によ
るものであり、だいち１号搭載の PALSAR も素晴
らしい性能を有しており、その成果が広く認めら
れたが、だいち２号搭載の PALSAR-2はさらに性
能が向上しており、より高い分解能で、細かく暗

図２　PALSAR-2の初画像（伊豆大島）
図３　富士スピードウェイの見え方比較
　（PALSAR-2（上）、PALSAR（下））

論 考

2015 vol.262
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いものまで観測できる。幾つかの画像を紹介する。
図２が初画像で得られた伊豆大島、図３が富士ス
ピードウェイの画像であり、PALSAR との比較を
示す。明らかに、分解能や地表の構造物の視認性
が向上している。
　だいち２号は、観測目的別に３分類される JAXA
の地球観測衛星群にあっては、陸域を中心に安全、
災害、環境を観測する高分解能衛星として位置づ
けられる。その他の観測衛星としては、大気海洋
現象を観測する衛星（GCOM）や降雨を観測する
衛星（GPM）があるが、いずれも分解能よりも地
球観測の頻度を重視したものである。高分解能衛
星は文字通り、地上分解能が高く様々な応用範囲
がある。
　だいち２号の役割（ミッション）は、概ね４種
類に分類できる。① 災害監視、② 環境監視、③ 
資源監視、④ 新規技術の実証である。
　「災害監視」については、だいち１号打ち上げ
以降に、その必要性が様々に議論された。特に、
能登半島地震（2007月３月25日）、東日本大震
災（2011年３月11日）、十津川土砂災害（2011
年９月）をはじめとし、海外の震災（四川省大地
震（2008年５月12日）、タイ国における大水害

（2011年９月））等、近年とみに災害が増加してお
り、個々の被害も大きいことから第一の目的とし
て設定された。地震・火山大国の日本は、災害を
伴う地殻変動が多発しており、これが L-band SAR
の最も得意とする観測分野（干渉 SAR 技術）であ
ること、日本の研究機関や研究者が L-band SAR を
用いた変動解析を得意な研究分野とすることも、
第一ミッションとして設定された要因の一つであ
る。
　「環境監視」は、地球温暖化に伴う森林の減少や
極域氷河の把握、さらには南極の氷床の変動抽出
による環境変化を高分解能でかつ高頻度でとらえ
るものである。また、上記と多少重複するが、国
内の詳細な観測により地殻変動の有無を確認する。
　「資源監視」は、農業資源（作付け面積の推定）
や化石燃料資源などの開拓である。
　「新規技術実証」は打ち上げの後、設計通りに出
来上がっているかどうかの確認行為である。

４．だいち２号の現状

　だいち２号は打ち上げ以降、初期機能確認を１ヶ
月、初期校正を3.5ヶ月実施し、その間 PALSAR-2
の性能を確認し、校正した。また、校正済みデー
タを11月25日提供開始した。これにより、だいち
２号は JAXA のみならず、一般に利用されることと
なった。現時点でも、だいち２号も PALSAR-2も、
ともに正常であり、運用も順調に行われている１）。

５．観測計画

　だいち１号の運用期間（2006年１月24日〜
2011年４月22日）では、比較的高い頻度で、災害
観測が行われた。平均して、１週間に１回強であっ
た。既存の観測計画を中止して行ったことから、多
くの観測時間を割いたかの印象を与えた。しかし
ながら、これに関わる通算の運用時間は、全観測時
間の２％程度しかないことがわかり、結局、だい
ち１号は災害観測を第一目的にするものの、平時

（98％）は災害時の為の準備観測（ベースマップ観
測）やその他の環境観測のために使用されていた
こととなった。
　このような観測は、基本観測計画（BOS：Basic 
Observation Scenario）と呼ばれ、① 災害時の準備、
② 地殻変動観測の準備、③ 環境観測、を主題とし
て、場所（大陸規模の領域）と時間をあらかじめ定
めたものであった。地域ごとに気象区分が異なるこ
とから、BOS は場所と時間の一様性を高める観測
と解釈でき、環境監視にとっても非常に効果的であ
る。だいち１号で初めて開発され、現在、ヨーロッ
パ、アルゼンチンの衛星などでも採用されている。

６．災害観測の原理

　災害に特化して観測の実施と観測結果の抽出を
述べる。SAR は観測対象物の明るさ（後方散乱断
面積という）や衛星と対象物までの距離を計測す
る。今、どこかで災害が発生した場合を考える。一
枚の観測画像から被災地を捉えられるか？という
と、一般的には “ 容易ではない “。大規模土砂災害、
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大規模洪水などは別として、大部分は、対象領域が
小さく SAR 画像に現れる変化も小さい。そのため、
平時の観測画像と災害時の観測画像の差分をとり、
その変化を効果的に抽出することを ” 変化抽出 “ と
いい、災害監視に使われる。画像としては二枚の
振幅画像や複素画像を用い、それぞれ、① 色合成
画像や、② 差分干渉画像を得る。後者では地盤沈
下や隆起を cm くらいの精度で抽出できる。次節で、
災害に特化して、ALOS-2で抽出した災害事例の幾
つかを紹介する。

６．だいち２号の防災上の活用事例

（１）火山
　だいち２号打ち上げ以来、様々な地殻変動画像
が得られた。図４は初の変動であり、2014年８月
３日に発生した口永良部島の火山噴火とそれに伴
う変動である。上段の図が2014年８月18日と９月

29日の差分干渉画像であり、口永良部島火口部が
周囲に比べてやや暗く見える。これは、距離に換算
して約３ cm であり、火山噴火により火口部が沈降
したことが推定される。下段に振幅画像の PALSAR
との比較を示すが、火口部が北側に広がっている
ことがわかる。PALSAR の取得と約５年の隔たりが
あるが、分解能の向上により火口部の割れが確認
できる。
　2014年９月27日に発生した御嶽山の火山噴火で
は、噴火の前の８月18日に取得した（平時の）画
像と噴火後12時間で取得した画像の色合成画像か
ら、火山灰に覆われたところが確認できた。また、
差分干渉画像からは、御嶽山の地獄谷西側で隆起と
見られる変化があったことが、８月18日と９月30
日の42日間隔たる PALSAR-2画像の干渉処理によ
り得られた。これは約９ cm の衛星方向への伸びが
確認された事例である。その後、国内では、浅間山、
桜島、阿蘇山などが噴火やその傾向にあると報じ
られ、PALSAR-2の緊急観測を行われたが、明瞭な
変化は得られていない。

（２）地震
　2014年11月22日に発生した長野北部の地震は
M 6.7と非常に大きかった。被災地にはスキー・リ
ゾートとして有名な白馬村が含まれ、地震では死者
は出なかったものの建物損壊が激しく、この冬季の
スキー・温泉にかかわる観光産業には多大な被害が
出たものと思われる。地上には大きな断層が現れ、
また小規模な断層も様々に現れている。
　差分干渉画像からは、白馬村を中心とした広範
囲な地震に伴う地殻変動を明瞭に確認できた。こ
の時期の山は雪で覆われており、そのために電波が
雪で吸収されることから反射が少なく、干渉性が
暗いというのが従来の PALSAR の画像であったが、
PALSAR-2の画像では、干渉性は比較的良好であっ
た。確かに、白馬を取り囲む山脈は雪で覆われて
いるためか、干渉性は低いが、肝心の震央地区は
明るかった。これは、PALSAR に比べて PALSAR-2
の送信電力が大きく、さらに軌道間隔の保持が優
れることによる。その他、PALSAR-2の干渉性の実
例は最近増えてきている。

図４　口永良部島の差分干渉画像（上段）と振幅画像（下
段左：PALSAR-2、下段右：PALSAR）
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　本年２月初頭の徳島県の地震は小被害であった
が、PALSAR-2の干渉性に加え SAR 干渉縞でも変
化は確認できなかった。両者が対応した一例であ
る。

（３）離島の変化
　東京から約1,000km 南に位置する小笠原諸島
の父島から更に西に約170km に西ノ島があり、
2013年11月末から活発な活動を継続している。噴
火活動は継続し、昨年の頭には北島と結合し、そ
の後飲み込んでしまい、面積を増大している。こ
のような離島の監視には、人工衛星が最適であり、
また、噴煙を透過して観測可能な SAR ならではで
の継続的な監視ができる。図５は、西ノ島の時間的
変化（成長）を PALSAR-2で観測したもので、監視
当初からの面積の拡大を表示した。面積の推定の
みならず、その拡大の状況も合わせて確認できる。
　もうひとつの事例としてトンガ王国の海底火山
の隆起を追記するが、南海の孤島における、島の
隆起や出現は全天候性の SAR の能力を遺憾なく発

揮する。図６はトンガ王国における海底火山の隆
起を検出したもので、左は2014年12月６日、右は
2015年１月17日撮影の画像であり、ハの字状の二
つの島の間に新島が生まれた。

（４）地滑り
　2014年の夏は日本の各地で記録的な大雨に見舞
われ、土砂災害等が多発した。広島市安佐南区と安
佐北区も大規模土砂災害を受けた。PALSAR-2は８
月20日に運用開始し、ちょうど運用開始直後であ
る。８月４日からセンサの性能を評価して使えるよ
うにする初期校正運用が始まり、苫小牧や関東・沖
縄を中心に設定した数カ所に、校正機器（コーナー
反射鏡など）を設置し、そこを集中監視していた。
　災害後、緊急な観測を行い、安佐南区（図７左）
と安佐北区（図７右）両方の地区を詳細に撮像し
た。土砂崩壊や土石流が発生した後に、決まって発
生するのが土石の流れに伴う筋状の地形（V 字谷）
である。分解能にもよるが、谷が深いと SAR では
電波が照射されない筋（シャドーイングといわれ
る影）や、明るい筋が映る。この有無で V 字谷の
存在を把握できる。
　また、新たな利用方法にポラリメトリの利用が
ある。これは、HH（水平方向送信、水平方向受信）
偏波と VV（垂直方向送信、垂直方向受信）偏波の
相関係数を利用するものである２）。森林領域の相関

図５　西ノ島の時間的変化

図６　トンガ王国における海底火山の隆起検出
図７　広島市大規模土砂災害（左：安佐南区、右：安佐北
区）
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係数は、概ね0.3程度、土砂崩れなどで表面が裸地
になっている場合にはこの係数が高くなり、0.6以
上になる。この特性を利用した大規模土砂災害地
域の抽出事例が図８である。ポラリメトリを使用し
た左の図で白く見えるのが、2011年に発生した十
津川村の大規模土砂災害域であり、発生後４年経っ
ても、PALSAR-2で検出感度がある。ポラリメトリ
を使用していない右の画像からは地滑り領域の特
定はできない。

（５）洪水
　2014年夏期の洪水災害は頻度が高かった。特に、
高知県に長期滞在した低気圧に伴い、大量の降雨が
高知県下に降った。その結果、仁淀川河川が氾濫す
ることとなり、ALOS-2が観測を開始した。上述し
た地滑り同様に、当該事例の場合には事前データ
がなく、４年以上前の観測データであるが PALSAR
のデータを用いざるを得なかった。新規に得られ
たデータとの比較をすると、氾濫地域は電波が全
反射することから暗く見えるという特徴を生かす
ことで、氾濫領域を特定することができた（図９）。

左が PALSAR-2の画像、右が PALSAR の画像であ
り、４年の開きはあるがほぼ同時期のもので、増
水により電波散乱が低下していることがわかるこ
とから、明るさの変化が確認できる白丸領域内で、
増水していることが予見される。

７．おわりに

　本稿ではだいち２号による災害観測について紹
介した。SAR は全天候性での観測能力を持つこと
から、災害時の悪天候下（曇天下）でも地表を観
測できる。災害の種類は多く、過去の事例から全
体の４割が水や雨に関連したものといわれている。
　本文にも触れたように、2014年にだいち２号が
打ち上がり、８月から観測運用と時期を同じくし
て、降雨災害が発生した。広島の土砂災害と高知
の洪水である。だいち２号の即時観測機能（首振
り機能）により、12時間以内に被災地を捉えるこ
とができ、被災状況の抽出が行われた。今後解析
の手法の改善を行うことで、被害領域の抽出をよ
り高い精度で行うことができると期待されており、
JAXA をはじめとして災害関係者やデータ解析者の
能力を結集し、さらなる精度の向上が必要である。
今後も、SAR の継続的な実現とだいち２号の円滑
な運用を通して、より安心安全な社会に貢献して
行きたい。

謝　辞　著者はだいち２号の実現に関係した全て
の研究者や地上設備運用者、PALSAR-2の開発者

（三菱電機株式会社）に感謝します。
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図８　十津川村の地滑り領域をポラリメトリの相関係数で抽
出した事例

図９　仁淀川領域の河川の増水
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幕末の江戸の町を大地震が襲った。安政江戸地

震と呼ばれている乙の地震は、安政二年十月二日

（西暦1855年11月11日）に発生した。幕府の調査に

よると江戸市中では、死者4,200人余、負傷者2,700

人余で、あったとしづ。武家の死者数は不明なので、

江戸市中全体での死傷者は不明である。

地震直後には、30か所余から出火し、焼死する

人も出たという。幸い広域火災には至らず、関東大

震災のような大火災にはならなかった。

この地震の発生後には、かわら版が多量に出

回った。かわら版とは、事件や災害などの出来事を

いち早く伝えるために出版された刷り物のととで

ある。地震の被害場所や出火場所等を絵図に記し

たものの他にも、総絵（なまずえ）などの震災後の

社会を風刺した戯画も発行された。かわら版類は

地震発生の約 1か月後には幕府によって発行禁止

になったが、その後も新しし、かわら版が発行され

続けたという。

今回紹介する「銘細改板 江戸大地震出火場所

附」も、地震後に発行されたかわら版の一つであ

る。江戸の東から西方向を見て描かれた鳥轍図の

形式をとっている。手前の大きな川は隅田川であ

る。乙の地震では、両国橋や永代橋など隅田川に架

かる橋が落ちたという史料はないが、乙のかわら

版をみても橋が架かっているのがわかる。

乙のかわら版の主題でもある火災については、

炎が上がっている様子が描かれ、出火場所が一目

でわかるようになっている。よくみると赤丸に漢数

字が書かれており、凡例によると出火場所の番付

であるという。一番は、新吉原である。新吉原の遊

郭では、公的な調査によると630人の死者が出たと

される。被害が大きかったととが、 当時の人々も認

識しており番付にも反映されている。

また、町ごとのけが人の情報や地割れなど被害

の様子が詳細に文字で記載されており、被害の状

況がわかるようになっている。

乙のかわら版では、被災した人を助けるために

381予防時報

幕府が作った「御救い小屋」の場所も記されてい

る。御救い小屋は家屋を失い、当面の生活手段を

欠いてしまった人々を収容するもので、あった。

御救い小屋は、十月四日の町触れで、浅草雷門

前・幸橋門外・深川海辺新田の 3か所に設置され

るととが示された。その後、十月十二日に深川永代

寺内、十三日に上野山下の2か所が加えられた。と

のかわら版には、追加された御救い小屋が描かれ

ているので、十三日以降に出版されたものである

乙とがわかる。また、乙のかわら版には、本戸斤にも

御救い小屋が設置されたと描かれている。他のか

わら版にも本所に設置されたととが描かれている

ものもあるが、開設時期などは不明である。

とのかわら版には「銘細改板Jと書かれておりか

わら版の内容が、更新されていた乙とがわかる。政

治の中心地である江戸での事件や災害は、関心が

持たれていたようで、江戸の世情を伝える情報源

の一部として、かわら版類が利用された。武家層の

みならず二諸国からの出稼ぎ人、店奉公人、武家奉

公人も利用したと考えられる。乙のかわら版のなか

には、「御府中ハ大都会の繁昌地にして諸国の人

民招かず群集是に依て遠国他郡の親類縁者へ過

京の存亡を吉知ら為せん所述」とあり、彼らは、自

分の身を案ずる国元の縁者に身の安全を知らせる

必要があったと考えられる。乙のような絵入りのか

わら版は、視覚的に情報を伝えるととができたと考

えられる。

本来かわら版は、事実の正確性はあまり重視さ

れない。地震被害の特徴的な部分を表しているに

過ぎない、という見方もある。しかし、死者数やけが

人などの数値は、誇張があるかもしれないが、出火

場所や御救い小屋なと、の位置をわかリやすく示し

ており、遠固にいる者にとって重要な情報源であっ

たととは間違いない。

村岸純（東京大学地震研究所地震火山情報セン

ター特任研究員）
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災害メモ

★火災
●１・２　愛知県名古屋市昭和区の木造２階建
て集合住宅で火災、ほぼ全焼。３人死亡。
●１・３　兵庫県豊岡市城崎温泉街の中心部に
ある電器店から出火し、周辺の店舗や住宅に延焼。
計12棟2,166㎡焼失、２人死亡。
●１・14　群馬県みどり市で、木造２階建て住宅
の居間付近から出火し約130㎡を全焼。３人死亡、
１人負傷。
●１・20　兵庫県神戸市長田区で、３階建てアパ
ートの３階で火災。２部屋19㎡を焼損し、３人死
亡、３人負傷。
●１・23　大分県中津市で、木造２階建て住宅と
敷地内の倉庫が全焼し、隣家一部に延焼。３人死
亡。
●１・30　青森県弘前市の酒造会社で、木造一部
２階建て事務所と酒蔵約2,000㎡全焼。
●３・１　大阪府高石市で、木造２階建て住宅か
ら出火し約80㎡全焼。４人死亡。
●３・２　静岡県吉田町で、鉄骨３階建て倉庫か
ら出火し２階部分延べ約1,260㎡を焼く。
●３・７　佐賀県多久市の養鶏場で、ライターで
ガスヒーターに点火しようとしたところ燃え広がり、
ガスボンベに引火し、爆発。鉄骨平屋プレハブ鶏
舎約1,000㎡全焼、１人負傷。
●３・９　福岡県大牟田市の木造一部２階建て
４軒棟続きの長屋で火災。隣家にも延焼し２棟全
焼。３人死亡。
●３・11　鳥取県倉吉市の住宅密集地で美容室
兼住宅から出火後、貸衣装店や飲食店など９軒計
約1,594㎡焼く。
●３・15　静岡県焼津市で、鉄骨３階建て店舗兼
住宅の１階飲食店約45㎡焼く。３人死亡。
●３・26　奈良県生駒市で、木造２階建て住宅か
ら出火し隣家にも燃え広がり計３棟全焼。３人死
亡。
●３・26　兵庫県朝来市で、鉄骨平屋建て工場の
１棟約3,500㎡のうち約3,000㎡焼く。
●３・31　長野県岡谷市で、乾燥注意報発令中に
墓地の線香の火が下草に燃え移り、大規模山林火
災。避難準備情報発令。約45ha焼失。

★陸上交通
●１・31　香川県高松市の国道11号で、乗用車が
中央分離帯に乗り上げた後、橋脚に激突し大破。
５人死亡。

★海上
●３・27　北海道函館沖の津軽海峡で、４人乗り

作業船「第18明祐」（19トン）が転覆し、潮に流され
浅瀬に沈没。３人死亡、１人負傷。

★航空
●２・12　宮崎県えびの市で、海上自衛隊鹿屋航
空基地所属の訓練用ヘリコプター「OH-6DA」が消
息を絶ち、山中で大破した機体を発見。３人死亡。

★自然
●１・10　新潟県湯沢町の発電所で、３階建てタ
ービン建屋の屋根約1,200㎡が崩落。屋根に約2m.
の積雪。
●１・31　静岡県浜松市で、国道473号脇の斜面
の土砂が崩れ、天竜川にかかるつり橋「原田橋」
（長さ138m）が崩落し、市職員が巻き込まれる。２
人死亡。
●２・６　徳島県南部で地震。M5.1、震源の深さ
約11km。徳島県牟岐町で震度５強、海陽町で震
度５弱。
●２・17　岩手県沖で地震。M5.7、震源の深さ約
50km。青森県階上町で震度５強、岩手県普代村
で震度５弱。

★その他
●３・18　秋田県仙北市の乳頭温泉郷で、源泉か
ら湯を送る配管の調整をしていた作業員が硫化
水素中毒になり、くぼ地で倒れる。３人死亡。

★海外
●１・４　マラウイ，モザンビーク　で、サイクロ
ンによる豪雨が続き大規模な洪水。マラウイでは
１万1,000戸損壊、約20万人が家失う。400人死亡。
●１・11　パキスタン・カラチの高速道路で、約80
人乗りのバスが石油タンクローリーと高速で正面
衝突し、炎上。62人死亡、４人負傷。
●１・15　中国・江蘇省の長江（揚子江）で試験航
行中のタグボートが転覆し、沈没。技術者として乗
船していた邦人を含む22人死亡。
●２・４　台湾・台北で、金門島に向け離陸したト
ランスアジアの旅客機「ATR72」が制御不能になり、
傾きながら高速道路のタクシーに接触後、基隆河
に墜落。43人死亡、15人負傷。
●２・16　アメリカ・東部、南部で厳しい寒波によ
り、氷雨を伴う嵐、大規模停電。停電で暖房使えず
凍死も。33人死亡。
●２・17　ハイチ・ポルトープランスで、カーニバ
ルのパレードの山車が高圧電線に接触しパニッ
クになり、感電で死傷。20人死亡、74人負傷。

●２・22　バングラデシュ・マニクガンジで、約
150人が乗ったフェリーがパドマ川で貨物船と衝
突後、沈没。70人死亡。
●２・24　中国・新疆ウイグル自治区の高速道路
で、大型バスが横転。22人死亡、38人負傷。
●２・24　アフガニスタン・北東部で、数日間大雪
が降り続き、パンジシール州など各地で雪崩や洪
水。約100棟の住宅倒壊。229人死亡。
●３・２　中国・河南省で、33人の乗ったバスが、
スピードオーバーで崖から転落。20人死亡、13人
負傷。
●３・４　ウクライナ・ドネツクのザシャチコ炭鉱
でメタンガス爆発。230人が作業中、181人は無事
脱出。33人死亡、16人負傷。
●３・11　ロシア・タタルスタンの３階建て大型
ショッピングセンターで火災。床や壁が大きく崩れ
て逃げ遅れ。22人死亡、40人負傷。
●３・11　タンザニア・ダルエスサラームとザン
ビア国境に近いムベーヤ間の道路で、長距離トラ
ックとバスが正面衝突し道路の穴で傾きコンテナ
がバスに落下。50人死亡、重傷多数。
●３・11　アンゴラ・ロビトで、激しい暴風雨によ
り山の斜面から大量の水が流れ込み、市街地が洪
水。住宅多数倒壊。69人死亡。
●３・13　ミャンマー・ラカイン沖で、乗客214人
を乗せたフェリーが悪天候による大波で転覆。45
人死亡。
●３・14　ブラジル・サンタカタリナの州道418号
線の急カーブが続く地点で、満員の観光バスが制
御不能になり約400mのがけ下に転落。54人死亡、
３人負傷。
●３・20　インド・ウッタルプラデシュのラクノー
近郊で、機関車と客車２両の急行列車のブレーキ
故障し、信号を行き過ぎて脱線し、転覆。38人死亡、
150人負傷。
●３・23　ペルー・ウアルメイ郊外で、走行中のバ
スが反対車線に進入し対向のバスやトラックと衝
突。40人死亡、70人負傷。
●３・24　チリ・北部の乾燥地帯で、最大80ミリの
大雨。洪水、土砂崩れ、停電、非常事態宣言。被災
者２万人超。146人死亡。
●３・24　フランス・南東部で、スペイン・バルセ
ロナ発ドイツ・デュッセルドルフ行きLCCジャーマ
ンウィングスのA320-200型機が急降下後消息を
絶ち、アルプス山岳地帯に墜落。副操縦士の意図
的操作。150人死亡。
●３・30　ペルー・山岳地帯で長距離バスが谷に
転落。連日大雨。21人死亡、41人負傷。

＊早稲田大学理工学総合研究センター内 特定非営利活動法人 災害情報センター
　（TEL.03-5286-1681）の「災害情報」を参考に編集しました。

ホームページ　http://www.adic.waseda.ac.jp/
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日本損害保険協会は、2015年3月14日（土）～18日（水）に仙台で開催された第3回国連防災

世界会議において、一般市民向けに開催されたパブリック・フォーラムに参画し、防災教育イ

ベン卜を実施しました。本イベントについて、次号で詳細をご報告します。

＜イベントの概要＞

・タイトル 防災教育フォーラム「子どもが主役の防災教育の実践」

～ぼうさい探検隊これまでの10年とこれからの10年～

－プログラム

主催者挨拶一般社団法人日本損害保険協会会長樫田謙悟

第一部 「第11回小学生のぼうざい探検隊マップコンクール」表彰式

第二部 「防災教育フォーラム」

有識者デ、イスカッション「子と、もが主役の防災教育の実践」

・コーテ：~ネータ一 室崎益輝氏（神戸大学名誉教授・兵庫県立大学防災教育センター長）

・パネリスト 渥美公秀氏（日本災害救援ボランティアネットワーク理事長）

山本俊哉氏（明治大学理工学部建築学科教授）

木原要子氏（愛媛県愛南町立福浦小学校校長）

蟻坂みどり氏（第 1回マップコンクール入貰者大学生）

・ビデオ出演 永井清美氏（福島県相馬市川原町児童センター所長）

閉会挨拶 文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課安全教育調査官佐藤浩樹氏

－参加者 約265名 入賞団体関係者、教育・学校関係者、消防関係者、一般参加者、日本損害保険協会関係者、

プレス他

※関係者の所属・役職は、2015年3月15日当時のものです。

一般社団法人日本績害保険協会

干1018335東京都千代田区神田淡路町2-9

電話03(3255) 1294 （生活サービス部防災・安全グループ）

http://www.son po.or.j p 

あいおいこツセイ同和損保

アイ ペ ット損保

アクサ損保

朝日火災

ア ニ コ ム損保

イー デ ザイン損保

エ イチ・工ス損保

S B I 損保

a u 損保

共 栄 火災

ジェ イアイ

セコム損害保険

セ ゾン自動車火災

ソ二一損保

かけがえのない環境と安心を守るために

一般社団法人日本損害保険協会は15014001を箆智正取得し

ています。

損保ジャパン日本興亜

そん ぽ 2 4 

大同火災

東京海上日動

卜ーア再保険

日 新 火災

日本地 震

目立キャ ピタル損保

富士火災

三 井 住 友 海上

三井ダイレク卜損保

明治安田損 保

（社員会社so音順）

2015年 7月 1日現在




